
令和８年度 第１回福岡県医療対策協議会 

議事次第 

 

              日時：令和８年５月２６日（火）1４：３0～ 

              会場：県庁行政棟 10階 行政特別東（行政特９） 

 

 

 

○ 議事 

 

１ 委員変更について ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・【資料１】 

 

２ 医師確保に関する主な取り組みについて・・・・・・・・・・・【資料２】 

 

３ 医師確保計画の見直しについて・・・・   ・・・・・・・・【資料３】 

   （第８次（後期）医師確保計画の策定） 

 

４ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて・・・【資料４】 

 

５ 医師の働き方改革について・・・・・・・・・・・・・・・・・【資料５】 

（１）特定労務管理対象機関の指定について 

（２）令和 7年度に実施した各種調査の概要について 

 

６ その他 

（１）令和８年度の福岡県医療対策協議会開催予定について・・・・【資料 6】 

（２）その他 



福岡県医療対策協議会 委員名簿 

 

                    （任期：2025年 5月 14日~2027年 5月 13日） 

区分 所  属 職 位 氏 名 

特定機能病院 

 

大学その他の医療従事者の

養成に関する機関 

九州大学病院 病院長 
【副会長】 

中島 康晴 

久留米大学病院 病院長 野村 政壽 

福岡大学病院 病院長 三浦 伸一郎 

産業医科大学病院 病院長 酒井 昭典 

公的医療機関 
全国自治体病院協議会福岡県支部 名誉支部長 

櫻井 俊弘 

（地方独立行政法人芦屋中央病院） （病院長） 

民間病院 一般社団法人福岡県私設病院協会  会 長 中尾 一久 

診療に関する学識経験者の

団体 
公益社団法人福岡県医師会 

会 長 
【会長】 

蓮澤 浩明 

副会長 一宮 仁 

理 事 田中 眞紀 

福岡県知事の認定を受けた

社会医療法人 

一般社団法人福岡県医療法人協会 専務理事 
木村 寛 

（社会医療法人社団至誠会） (理事長) 

独立行政法人国立病院機構・

臨床研修病院 
九州医療センター 病院長 岩﨑 浩己 

独立行政法人地域医療機能

推進機構・臨床研修病院 
九州病院 病院長 内山 明彦 

地域の医療関係団体 

公益社団法人福岡県病院協会 専務理事 
壁村 哲平 

（福岡県済生会二日市病院） （病院長） 

公益社団法人地域医療振興協会福岡県支部 支部長 
武冨 章 

（飯塚市立病院） （病院長） 

関係市町村 

福岡県市長会 理 事 
関 好孝 

（大牟田市） （市 長） 

福岡県町村会 副会長 
井上 利一 

（桂川町） （町 長） 

地域住民を代表する団体 福岡県地域婦人会連絡協議会 副会長 廣石 福子 

 



　日時　：　令和８年５月２６日(火) 1４:３０～

　場所　：　福岡県庁１０階　行政特別東（行政特９）

野村　政壽　委員 ○ ○ 三浦　伸一郎　委員

櫻井　俊弘　委員 ○ ○ 中尾　一久　委員

一宮　仁　委員 ○ ○ 田中　眞紀　委員

木村　寛　委員 ○ ○ 岩﨑　浩己　委員

内山　明彦　委員 ○ ○
壁村委員代理

門上　俊明　様

武冨　章　委員 ○ ○
関委員代理

中村　珠美　様

廣石　福子　委員 ○

○     ○ ○     ○

○     ○ ○     ○

傍聴

○     ○ ○     ○ ○   ○   ○

事　　務　　局

オブザーバー等

オブザーバー等

令和８年度　第１回福岡県医療対策協議会 配席図

蓮澤　浩明 中島　康晴

会長 副会長

〇 〇



福岡県医療対策協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の２３の規定に基づき、医療計

画において定める医師の確保に関する事項の実施に関し、必要な事項を協議するため、

福岡県医療対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。   

  （１）医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の

確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを

目的とするものとして厚生労働省令で定める計画（以下「キャリア形成プログラ

ム」という。）に関する事項 

  （２）医師の派遣に関する事項 

  （３）キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された

医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

（４）医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に

関する事項 

（５）医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と県とが連携

して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項 

 （６）医師法の規定によりその権限に属させられた事項 

 （７）その他医療計画において定める医師の確保に関する事項 

 

 （組織） 

第３条 協議会は23名以内で組織し、委員は、次に掲げる者の管理者その他の関係者か

ら、知事が委嘱する。 

（１）特定機能病院 

（２）地域医療支援病院 

（３）公的医療機関 

（４）臨床研修病院 

（５）民間病院 

（６）診療に関する学識経験者の団体 

（７）大学その他の医療従事者の養成に関係する機関 

（８）福岡県知事の認定を受けた社会医療法人 

（９）独立行政法人国立病院機構 

（10）独立行政法人地域医療機能推進機構 

（11）地域の医療関係団体 

（12）関係市町村 

（13）地域住民を代表する団体 



２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任を妨げない。 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、または他の方法で意見を聞くこ

とができる。 

 

（専門委員会） 

第６条 協議会に、その協議事項に係る専門事項を協議するため、必要な専門委員会を

設置することができる。 

２ 専門委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。 

 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健医療介護部医療指導課医師・看護職員確保対策室におい

て処理する。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１６年１２月６日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月３０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１１月２０日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２２日から施行する。 

 



協議会構成団体から委員変更の申し出があったため、報告するもの。
今回、該当団体から後任として推薦された委員就任者は、以下のとおり。

　・産業医科大学病院　病院長　　酒井　昭典　様　（任期：令和８年４月１日～令和９年５月１３日）

氏　　名 職　　名 氏　　名 職　　名

1 中島　康晴 九州大学病院　病院長代理 1 中島　康晴 九州大学病院　病院長

2 野村　政壽 久留米大学病院　病院長 2 野村　政壽 久留米大学病院　病院長

3 三浦　伸一郎 福岡大学病院　病院長 3 三浦　伸一郎 福岡大学病院　病院長

4 田中　文啓 産業医科大学病院　病院長 4 酒井 昭典 産業医科大学病院　病院長

5 櫻井　俊弘
全国自治体病院協議会福岡県支部　名誉支部長
（地方独立行政法人芦屋中央病院　病院長） 5 櫻井　俊弘

全国自治体病院協議会福岡県支部　名誉支部長
（地方独立行政法人芦屋中央病院　病院長）

6 中尾　一久
一般社団法人福岡県私設病院協会
会長

6 中尾　一久
一般社団法人福岡県私設病院協会
会長

7 蓮澤　浩明
公益社団法人福岡県医師会
会長

7 蓮澤　浩明
公益社団法人福岡県医師会
会長

8 一宮　仁
公益社団法人福岡県医師会
副会長

8 一宮　仁
公益社団法人福岡県医師会
副会長

9 田中　眞紀
公益社団法人福岡県医師会
理事

9 田中　眞紀
公益社団法人福岡県医師会
理事

10 木村　寛
一般社団法人福岡県医療法人協会　専務理事
（社会医療法人至誠会　理事長） 10 木村　寛

一般社団法人福岡県医療法人協会　専務理事
（社会医療法人至誠会　理事長）

11 岩﨑　浩己
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター　病院長

11 岩﨑　浩己
独立行政法人国立病院機構
九州医療センター　病院長

12 内山　明彦
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　病院長

12 内山　明彦
独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院　病院長

13 壁村　哲平
公益社団法人福岡県病院協会
専務理事

13 壁村　哲平
公益社団法人福岡県病院協会
専務理事

14 武冨　章
公益社団法人地域医療振興協会
福岡県支部　支部長

14 武冨　章
公益社団法人地域医療振興協会
福岡県支部　支部長

15 関　好孝 福岡県市長会理事（大牟田市長） 15 関　好孝 福岡県市長会理事（大牟田市長）

16 井上　利一 福岡県町村会副会長（桂川町長） 16 井上　利一 福岡県町村会副会長（桂川町長）

17 廣石　福子 福岡県地域婦人会連絡協議会　副会長 17 廣石　福子 福岡県地域婦人会連絡協議会　副会長

委員変更について

（旧） （新）

福岡県医療対策協議会委員　新旧対照表

資料１



 
 

 
 

医師確保に関する主な取り組みについて 
 

１ 初期臨床研修医の確保 
 

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 79号）の施行により、

令和２年４月１日から、臨床研修病院の指定権限、定員設定権限等が国から都道府

県に移譲された。 

                    

（１）基幹型臨床研修病院の指定状況（R8.4現在） 
 

43か所（うち大学病院：4か所、その他の病院：39か所） 

 

（２）初期臨床研修医募集定員の配分 
  

○ 令和８年度の採用実績について          （単位：人） 

  令和８年度 令和７年度 令和６年度 

採用実績 366 370 384  

募集定員 399 412 414  

  

  

 うち,旧国内示 238 352 366 

 うち,旧県調整枠 157 57 48 

 定員１から２への調整（※） 2 3 0 

（※）配分の結果、やむを得ず一病院当たりの定員配分数が１となる場合、当該病院の募集定員数を２に増加するため 

の上乗せ加算分 

 

○  令和９年度の募集定員の設定について 
 
・ 通常プログラム（募集定員枠内） 

権限移譲に伴い、令和３年度の募集定員から算定方法を本協議会審議の

もと決定していた。 

令和８年度募集定員の算定において、国から提示された募集定員枠が前

年度から大幅に減少し、国や県の方針を十分に反映させることができない

事態となったため、県内臨床研修病院の意見を踏まえた算定方法の見直し

案が令和８年２月２０日の本協議会にて承認された。 
 
・ 基礎研究医プログラム（募集定員枠外） 

令和４年度の研修より、基礎医学に意欲がある学生を対象に、臨床研修 

と基礎研究の両立を可能とする基礎研究医プログラムの募集（全国で合計

40名）が開始され、久留米大学病院から当該プログラムの届出書が提出さ

れたため、国からの定員配分に基づき、令和８年２月２０日の本協議会に

て募集定員（マッチングの枠外）を決定した。 
 
・ 広域連携型プログラム（募集定員枠内） 

   令和８年度の研修より、臨床研修医の採用率が高い医師多数県の基幹型

臨床研修病院に採用された研修医を対象に、医師多数県における研修を中

資料２ 

1



 
 

心としつつ、医師少数県等の臨床研修病院においても一定期間研修するプ

ログラムが開始され、令和８年２月２０日の本協議会にて募集定員（マッ

チングの枠内）を決定した。 

     

   ※ 令和９年度の算定方法及び配分結果については、令和８年４月１６日付け

九州厚生局健康福祉部医事課の確認を得たので、４月２４日に県内基幹型臨

床研修病院に結果を通知した。【14-16ページ参照】 
 

（３）臨床研修医確保支援事業（平成 27年度～） 
 

県内の臨床研修病院を掲載したガイドブック制作・頒布及び web 広報を実施。

5,000 部を制作し、全国の大学医学部及び全国の医学部生３～５年生を中心に頒

布するとともに、『ふくおか地域医療支援サイト』に掲載。 

  

2



 
 

２ 専門医の養成 
 

（１） 専門研修プログラムの確認・検討 
 

○ 令和８年度専門医採用状況について ※速報値（一般社団法人日本専門医機構） 

※採用者数は、シーリング対象外（ダブルボード、地域枠、研究医枠）の数は含まない。 

 

○ 令和８年度の専門研修プログラムについて 

    

主要領域専門研修プログラム調整委員会及び本協議会において、医師法第 16 

条の 10の規定に基づき、令和８年度専門研修プログラムの確認・検討を実施し、

令和７年９月５日付で厚生労働省あてに意見を提出。 

 

○ 令和９年度の専門研修プログラムについて 

 

令和９年度に研修開始予定の専攻医の採用数上限設定（シーリング）につい

ては、令和７年度第５回医道審議会医師分科会医師専門研修部会において、シ

ーリング案が提示されたところ。【17－20ページ参照】 

今後、例年どおり主要６領域（内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、

総合診療）については、専門研修プログラム調整委員会等で検討し、それ以外

の 13領域については本協議会で協議し、主要６領域の結果と合わせて本協議

会で協議・検討後、厚生労働省に意見を提出予定。 

 

  

昨年度
比較

（a） 右記以外
都道府県

限定分

特別地域

連携

常勤派遣
分

内科 3 30 2 151 138 13 7 2 4 - 0 146 97% 147 ▲ 1

小児科 3 10 0 - - - - - - - 28 - 28 0

皮膚科 5 4 0 13 13 0 0 0 0 - 0 12 92% 12 0

精神科 3 8 0 26 25 0 0 0 0 0 1 26 100% 23 3

外科 3 16 0 - - - - - - - 54 - 58 ▲ 4

整形外科 4 6 0 43 33 9 6 1 2 - 1 43 100% 42 1

産婦人科 3 5 0 - - - - - - - 22 - 22 0

眼科 4 4 0 - - - - - - - 15 - 11 4

耳鼻咽喉科 4 4 0 - - - - - - - 6 - 16 ▲ 10

泌尿器科 4 4 0 - - - - - - - 13 - 23 ▲ 10

脳神経外科 4 5 0 - - - - - - - 15 - 13 2

放射線科 3 4 0 16 15 0 0 0 0 - 1 13 81% 13 0

麻酔科 4 13 0 20 20 0 0 0 0 - 0 19 95% 20 ▲ 1

病理 3 4 0 - - - - - - - 5 - 4 1

臨床検査 3 3 1 - - - - - - - 0 - 1 ▲ 1

救急科 3 13 0 - - - - - - - 24 - 19 5

形成外科 4 5 0 9 9 0 0 0 0 - 0 9 100% 6 3

リハビリテーション科 3 4 0 - - - - - - - 2 - 4 ▲ 2

総合診療 3 17 1 - - - - - - - 5 - 13 ▲ 8

合計 - 159 4 ７領域 457 - 475 ▲ 18

R７
採用者

数
（c）

採用者数
増減
(b-c)

通常
プログ
ラム

連携
プログ
ラム

精神科
指定医
連携枠

シーリング
充足率
（b/a）

基本診療領域
研修
年数

（基準）

プログラム数 令和８（２０２６）年度シーリング
R８

採用者
数

（ｂ）
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（２）専門医研修資金貸与事業（令和２年度～） 
 

○ 事業概要について 

県内の地域医療の充実を図るため、特定の診療科（産科、小児科及び総合診

療）において、専門研修を受けている医師（専攻医）に対し、専門研修資金を

貸与する。なお、専門研修修了後、貸与期間と同じ期間、県内の指定医療機関

において特定診療科の医師として従事した場合は、返還を免除する。 

 

・貸 与 金 額  月額 15万円 

・貸 与 期 間  ３年以内 

・指定医療機関  産  科：県内の周産期母子医療センター 

小 児 科：県内の相対的医師少数区域にある医療機関 

総合診療：県内の医師偏在指標が全国平均を下回る二次

医療圏にある医療機関 

 

○ 令和８年度までの新規貸与者実績について 

 

貸与年度 産科 小児科 
総合診療

（※） 
合計 

令和２年度 ７ １ ― ８ 

令和３年度 ９ ４ ― 13 

令和４年度 ３ １ ０ ４ 

令和５年度 ６ ０ ０ ６ 

令和６年度 ６ ０ ２ ８ 

令和７年度 １ ０ 1 ２ 

令和８年度 ８ ０ ０ ８ 

（※）本協議会における「総合診療医を目指す医師を増やす必要がある」という意見を踏まえ、令和 4 年度から 

当該事業の対象診療領域に総合診療を追加 

    

＜貸与者の現在の状況＞ 令和８年５月時点 

令和２年度貸与者：指定勤務終了６人、貸与辞退２人 

     令和３年度貸与者：指定勤務終了５人、指定勤務中６人、貸与辞退２人 

令和４年度貸与者：指定勤務終了２人、指定勤務中２人 

令和５年度貸与者：指定勤務終了１人、指定勤務中２人、貸与停止中１人、 

貸与辞退２人 

令和６年度貸与者：指定勤務終了１人、指定勤務中２人、貸与中４人、 

貸与停止中１人 

令和７年度貸与者：指定勤務中１人、貸与停止中１人 

 

○ 事業の周知及び募集について 

 

・周知方法 県内の臨床研修病院及び専門研修施設（産科、小児科及び総合診療）

へ周知文書の送付、県 HP への掲載 

・募集対象 県内の専門研修プログラムに採用され、かつ県内の専門研修施設に

おいて、産科、小児科及び総合診療の専門研修を開始している専攻医 

（単位：人） 
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３ 大学医学部の定員増による医師の養成（久留米大学福岡県特別枠（平

成 22年度～）） 

 
○ 事業概要について 

 
医師確保が困難な診療科の医師を育成するため、久留米大学医学部に福岡県

特別枠を設け、将来、県内の外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科又は総合

診療に従事しようとする医学生に対し奨学金（月額 10 万円）を貸与するもの。

なお、卒後９年間、県内の医療機関において上記診療科で従事することにより、

奨学金の返還を免除する。 

 

 

○ 地域枠不同意離脱の考え方の整理について 

 

本県における不同意離脱の考え方について、令和 3 年度の本協議会（令和 3

年 6 月 1 日開催）において、やむを得ない理由（※）以外は、原則離脱を認め

ないこととし、令和４年度入学者から出願時に同意書を提出させている。 

また、令和５年 10 月 24 日に日本専門医機構が不同意離脱に対する機構の態

度を訂正したことを踏まえ、令和５年度の本協議会において、関係者間（都道

府県、大学、基幹施設、プログラム統括責任者、専攻医当事者）での協議によ

る解決が得られず、不同意のまま離脱した場合は、専攻医はその医療機関プロ

グラムの研修は専門研修とは認められないとしている。 

 
※被貸与者が死亡したとき、退学したとき（奨学生）、心身の故障のため修学（奨学生）も

しくは勤務（被貸与者）を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

 

○ 令和８年度までの貸与実績について 

  

入学年度 人数  入学年度 人数 

平成 22年度 3 令和元年度 5 
（うち３名追加合格） 

平成 23年度 1 令和２年度 5 

平成 24年度 3 令和３年度 5 

平成 25年度 0 令和４年度 5 

平成 26年度 1 令和５年度 5 

平成 27年度 4 令和６年度 5 

平成 28年度 3 令和７年度 4 

平成 29年度 5 令和８年度 4 

平成 30年度 0 計 58 
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＜卒業生の進路状況＞ 
（令和２年度以前入学者（留年者除く）計 28名）（令和８年４月１日時点） 

・ 指 定 勤 務 中：１２名 

外科１名、小児科１名、産婦人科２名、救急科１名、麻酔科２名、 

総合診療３名、整形外科２名 
 

・ 初 期 臨 床 研 修 中：８名 

・ 指 定 勤 務 終 了：３名 

・ 指 定 勤 務 中 断 中：１名 

・ 離脱（国試不合格含む）：４名 

     

○ キャリア形成プログラムについて 

 

・ 特別枠を卒業した医師を対象とした地域医療の確保と医師の能力開発・向上

の両立を目的としたキャリア形成プログラムが、平成 30年度の本協議会（平

成 30年 12月 25日開催）にて承認された。【21-22ページ参照】 

 

本人の意向を確認し同意を得た上で、個人ごとのキャリア形成プログラムを

策定している。（累計：21名）【24-27ページ参照】 

 

○ 国における臨時定員の取扱いについて 

 

・ 令和８年度の医学部臨時定員については、国の「医師の偏在対策等に関する

検討会（R7.1.21）」において示された、医学部臨時定員の配分・調整方法を

踏まえ、４名が認められた。 

 

・ 特別枠の選抜方法については、その他の定員と区別して選抜する方式（別枠

方式）により学生を選抜することとされたため、令和２年度から久留米大学

特別枠の選抜方法を、一般入試（手上げ方式）から推薦入試（別枠方式）に

変更している。 
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４ へき地医療に従事する医師の確保 

 
○ 事業概要について 

 

自治医科大学（※）にて養成した医師について、卒後９年間を義務年限とし

て、主にへき地等の公的医療機関に派遣する。【昭和４７年度～】 

 
 （※）自治医科大学 

    へき地等の地域医療の確保及び向上に貢献する医師を養成することを目的として、全都

道府県の出資により設立され、授業料等の全額を修学資金として大学から貸与される。修

学資金の貸与期間の１．５倍の期間、出身都道府県のへき地等において、地域医療に従事

することで返還が免除される。 

 

 

＜令和８年度の医師派遣状況（９医療機関１０名）＞ （Ｒ８．４．１現在） 

二次保健医療圏 関係市町村 医療機関名 派遣人数 

粕屋 新宮町 相島診療所 1 

宗像 宗像市 大島診療所 1 

八女・筑後 八女市 矢部診療所 1 

飯塚 飯塚市 飯塚市立病院 2 

直方・鞍手 小竹町 小竹町立病院 1 

田川 
糸田町 緑ヶ丘病院 １ 

川崎町 川崎町立病院 １ 

北九州 芦屋町 芦屋中央病院 １ 

京築 みやこ町 やまびこ診療所 １ 

合計 10 

       

 

○ キャリア形成プログラムについて 

 

・ 自治医科大学卒業医師を対象とした地域医療の確保と医師の能力開発・向

上の両立を目的としたキャリア形成プログラムが、平成 30年度福岡県医療

対策協議会（平成 30 年 12 月 25 日開催）にて承認された。【22－23 ページ

参照】 

 

・ 令和８年度は１名について、本人の意向を確認し同意を得た上で、キャリ

ア形成プログラムを策定した。（累計：１４名）【28－31ページ参照】 

 

 

○ 従事する診療科と取得可能な専門医資格の追加について 

 

令和元年度福岡県医療対策協議会（令和２年２月 10日開催）にて従事する診

療領域と取得可能な専門医資格に内科を追加することが承認された。【23 ペー

ジ参照】 
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５ 寄附講座による医師派遣（平成 22年度～） 
 

 

平成 22 年度から九州大学、久留米大学及び福岡大学に、令和４年度から産業医

科大学に寄附講座を設置し、各講座から医師を派遣。 
 

令和７年度から令和９年度の寄附講座について、県内４大学への派遣希望調査や

ヒアリング、各大学との協議を経て決定。令和７年２月５日の本協議会にて報告を

行った。 

九州大学、久留米大学、福岡大学については、令和６年度までの派遣先、派遣人

数を継続。産業医科大学については、派遣人数を増員。なお、福岡大学及び産業医

科大学は、福岡県医師確保計画で定めた本県唯一の医師少数区域である京築保健医

療圏にある医療機関に医師を派遣。 

 

 

○ 派遣状況（Ｒ７～Ｒ９）について 

 

  
  

派遣先 
派遣元 派遣人数 

二次保健医療圏 医療機関 診療科 

八女・筑後 

公立八女総合病院 小児科 

久留米大学 

２ 

筑後市立病院 

呼吸器内科 ２ 

消化器内科 １ 

内分泌代謝内科 １ 

田川 
田川市立病院 

小児科 
九州大学 

３ 

産婦人科 ３ 

消化器内科 
福岡大学 

３ 

救急科 １ 

社会保険田川病院 循環器内科 久留米大学 １ 

京築 

新行橋病院 循環器内科 福岡大学 ２ 

小波瀬病院 
循環器内科 

産業医科大学 
２ 

腎臓内科 １ 

合計 ２２ 
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６ 女性医師の支援 
 

（１） 女性医師キャリア形成支援事業（平成 30年度～） 
 

福岡県女性医師キャリア形成支援事業実行委員会において、事業内容等を検討・

協議し、事業を実施している。 

 

○ 女性医師交流会の開催について（平成 30年度～） 

 

・ ロールモデルとなる医師によるキャリア形成や仕事と家庭の両立に関する

講演、参加者同士の意見・情報交換を実施。 

・ 令和７年度は、県全域を対象に年 1回、対面とＷｅｂのハイブリッド開催。 

女性医師に加え、男性医師や病院管理者等も参加。 

 

・ これまでの開催実績は以下のとおり。 

平成 30年度    ：10病院（参加者：119名） 

令和元年度     ： 4病院（参加者： 52名）（※１） 

令和２～５年度  ：開催実績なし（※２） 

令和６年度    ：開催実績なし（※３） 

令和７年度    ：参加者１７名 

 
（※１）年度末に開催予定であった３病院については、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から中止。 

（※２）新型コロナウイルス感染症の状況等を鑑み、開催を見送り。 

（※３）本事業の今後のあり方について検討中であったため、開催を見送り。 

 

○ 医師のためのキャリアプランガイドブックについて（平成 30年度～） 

 

ライフステージに応じたキャリアプランの提案、ロールモデルの紹介、仕事

と生活の両立に活用できる支援制度等を掲載した「医師のためのキャリアプラ

ンガイドブック」を平成 30 年度に 2,000 部作成、令和元年度に 3,670 部増刷

し、県内４大学の学生や臨床研修医、専攻医、女性医師交流会に参加した医師

等に配布。 

令和８年度、県医師会が発行する「福岡県女性医師サポートブック～パサパ

～」と統合し、発行予定。 

 

○ 未来の女性医師発掘事業について（令和元年度～） 

 

女子高校生等の医学部進学意欲を高め、将来の女性医師等を増やすことを目

的に、県内の高校が実施する、キャリア教育や進路指導等に関する講座等に対

して、女性医師を講師として派遣。 

 

・ これまでの派遣実績は以下のとおり。 

令和元年度：派遣実績なし 

令和２年度：５校（参加者：185 名） 

令和３年度：５校（参加者：330 名） 

令和４年度：３校（参加者：134 名） 

令和５年度：５校（参加者：175 名） 
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令和６年度：６校（参加者：198 名） 

令和７年度：４校（参加者：114 名） 

 

（２） 女性医師就労環境改善事業（平成 26年度～） 

 

短時間勤務等を導入している医療機関に対し、代替医師等にかかる経費につい

て補助を実施。 

 

・ これまでの補助実績は以下のとおり。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 補助実績 

平成 29年度 ２施設  ２名 

平成 30年度 ２施設  ５名 

令和元年度 ５施設  ７名 

令和２年度 ６施設  ７名 

令和３年度 ５施設  ５名 

令和４年度 ７施設 １２名 

令和５年度 ７施設 １０名 

令和６年度 ５施設 １５名 

令和７年度 ３施設   ８名 
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７ 外科医確保のための遠隔手術指導の支援 
 

○ 事業概要について 

 

外科医のなり手不足や都市部への集中による地域偏在の是正を図るため、指導

医がいる病院と指導を受ける医師がいる病院をインターネットで繋ぎ、遠隔で手

術指導をする場合に必要な機器設備導入に係る費用について補助を実施。 

 
 

・ 補助対象施設 

＜指導医がいる大学病院＞ 
補助対象経費：モニター、サーバー、接続用周辺機器等購入費、設置工事費 
補助率：１／２ 
基準額：５，０００千円 

補助上限額：１病院あたり ２，５００千円 
 

＜指導を受ける医師がいる病院（※）＞ 
（※）令和８年度から対象を県内（北九州市、福岡市、久留米市を除く）の病院に変更 
 
補助対象経費：各種カメラ、モニター、サーバー、接続用周辺機器等購入費、 

設置工事費 
補助率：１／２ 
基準額：１０，０００千円 
補助額上限：１病院あたり ５，０００千円 

 

・ 事業期間 令和６年度～８年度（予定） 

 

○ これまでの事業実績について 

 

・九州大学病院（Ｒ６） － 田川市立病院（Ｒ６） 

・久留米大学病院（Ｒ６）－ 朝倉医師会病院（Ｒ６）、済生会二日市病院（Ｒ７） 
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８ 医療従事者の勤務環境改善の取組み 

 
（１）医療勤務環境改善支援センター事業（平成 26年度～） 

 

医師・看護師等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、

相談業務、アドバイザー・講師派遣、研修会の開催等を実施。 

 

・ 福岡県医療勤務環境改善支援センター事業運営協議会（委員長：公益社団法

人福岡県医師会 一宮副会長）を開催し、事業内容・運営方法等を検討・協

議し、事業を実施している。 

 

・ これまでの実績は以下のとおり。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 地域医療勤務環境改善支援事業（令和２年度～） 

 

勤務医の働き方改革を推進するため、医師の勤務時間短縮に向けた総合的な

取り組みに係る費用について補助を実施。令和６年度から、新たに２つのメニ

ューを追加。【32ページ参照】 

 

Ⅰ 地域医療勤務環境改善体制整備事業 （R2～） 

   勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成  

 

Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 （R6～） 

   勤務環境改善の体制整備に取り組む臨床研修や専門研修を行う医療機

関に対する助成  

 

Ⅲ 勤務環境改善医師派遣等推進事業 （R6～） 

   勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に医師を派遣する医療機

関に対する助成 

 

 

 

 

 

 

 

年度 相談業務 

（労務相談等） 

アドバイザー 

・講師派遣 

労働時間等に関する説明会 

（県医師会・福岡労働局との共催） 

令和２年度 260件 14回 ４回 

令和３年度 1,107件 25回 ４回 

令和４年度 1,342件 25回 ４回 

令和５年度 2,531件 25回 ４回 

令和６年度 1,686件 ７回 ４回 

令和７年度 1,284件 ５回 ４回 
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・ これまでの補助実績は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 医療分野の生産性向上・職場環境整備等事業（令和７年度） 

 

医療人材の確保・定着を図るため、業務の生産性向上に向けた取り組みに係

る費用について補助を実施【33ページ参照】 

 

・ 補助実績は以下のとおり。 

年度 病院 有床診療所 無床診療所 歯科診療所 
訪問看護 

ステーション 
合計 

令和７年度 390 施設 127 施設 1,281 施設 861 施設 309 施設 2,968 施設 

 

 

（４） 医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業（令和８年度～） 

 

業務効率化・職場環境改善に関する目標値を設定するとともに、進捗管理を

行う委員会を設置する病院に対し、電子カルテ閲覧端末やインカムなど ICT 機

器等導入費について補助を実施【34ページ参照】 

 

・ 令和８年６月以降、医療機関等からの補助金交付申請の受付を開始する予

定。 

 

 

 

年度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

令和２年度 ８施設 － － 

令和３年度 ８施設 － － 

令和４年度 ６施設 － － 

令和５年度 ６施設 － － 

令和６年度 ２施設 ４施設 ８施設 

令和７年度 ３施設 ３施設 ４施設 
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臨床研修病院の募集定員の算定方法
福岡県医療対策協議会承認済（R8.2.20）

九州厚生局健康福祉部医事課確認済（R8.4.16）

ア　過去の実績等による各臨床研修病院の基本定員の設定
　当該病院の過去３年間の研修医の採用実績（医学部卒業試験・医師国家試験不合格者が内定取り消しに
なった場合、募集定員を上回らない範囲で採用実績として取り扱う。また、他病院の中断者を受入れた実績
は加算する。さらに、広域連携型プログラムの採用実績がなかった場合、同プログラムの募集定員を上回ら
ない範囲で採用実績として取り扱う。ただし、病院間の定員枠調整で定員が増加した場合は採用実績に含め
ない）の最大値（小児科・産科研修プログラムの募集定員の特例加算分及び医師少数区域加算分を除く）に
医師派遣加算（※１）を加えたものを基本定員（A）とする。
　（※１）　算出式は以下のいずれか多い方とする。
▶当該病院に勤務する医師を、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合（常勤）、その数（医師少数区域
やへき地、離島に派遣した場合は、１．５を乗じる）が20人以上の場合は１人を加える。20人から5人増えるご
とにさらに１人を加え、40人以上増えた場合は一律5人を加える。
▶広域連携型プログラムの募集定員数。

イ　各都道府県の募集定員の基礎数（B）との調整
　　各研修病院のAの値の県合計（A’）がBを超える場合には、B以内に収まるように、以下の計算式により算
出した値（小数点以下四捨五入）とする。
　　A×B／A’

ウ　病院の希望定員（C）がイまで計算した値を下回る場合は、Cの値とする。

ウまで計算した値が20人以上の場合は小児科及び産科研修プログラムを必ず設けること。　（各2人、計4人
配分）

・医師少数区域（京築医療圏）に所在する医療機関へ３名加算する。
・ただし、当該加算のあった病院の採用実績及びマッチ者数については、次の計算式により算出する。（小数
点以下四捨五入）
(（当該加算を含む募集定員枠－当該加算枠）／当該加算枠を含む募集定員枠）×（募集定員枠orマッチ者
数）

・「地域医療への貢献」や「研修環境・質の向上」に係る以下の取組を点数化し、点数の合計値が上位1/3以
内の病院に1名加算する。上位1/3に同点の病院が複数ある場合は、当該病院全てに1名加算する。（取組
評価加算の配点は別紙のとおり）
・ただし、算定する年度の前年度の採用実績が募集定員数に満たない場合（小児科・産科研修プログラム、
広域連携型プログラムを除く）は、配点を行わない。

・算定する年度の前年度の採用実績が募集定員数に満たない場合（小児科・産科研修プログラム、広域連
携型プログラムを除く）は1名減算する。

・他の加算をしても尚、未配分が生じた場合、研修環境・指導体制評価加算として、過去３年間のマッチング
による応募倍率（希望者数/募集定員）の上位の病院へそれぞれ１名加算する。同位の病院が生じた場合、
１年間遡って過去４年間のマッチングによる応募倍率の上位の病院へ配分する。ただし、希望定員に達して
いる病院には配分しない。
・他の加算により募集定員の上限を超える場合、過去３年間のマッチングによる応募倍率の下位の病院から
１名ずつ、募集定員の上限数になるまで減算する。

・定員の増減は±2名以内とする。ただし、算定する年度の前年度の募集定員数が10名未満の場合、増減は
±1名以内とする。

算定方法した結果、１病院あたりの募集定員数が1名となる場合、当該病院の募集定員数を2名とする。

新たに基幹型臨床病院の指定を受ける場合は、募集定員を2名とする。

募
集
定
員
の
上
限

（
国
が
決
定

）

減算
（前年度募集定員
満たさない）

激変緩和措置

●募集定員に係る基幹型臨床研修病院の取り消し対象
　医師少数区域でない市町村に所在し、前々年度から過去３年間の受入実績（中断者受入を含む）及びマッチ者数が全て０人で、翌年度のマッチ
者数も０人である病院
●病院間で募集定員を調整したい場合
　県から各病院へ募集定員の通知をした後に、病院間で募集定員を調整したい場合は、両者の合意書を確認の上、可とする。

臨床研修病院の募集定員の算定方法
（「過去３年間」とは前々年度からの３年間とする。）

（採用実績・
医師派遣実績）

小児科・産科加算

新規指定病院配分

医師少数区域加算

取組評価加算

　研修環境・指導体制
　評価

実
績
枠

１→２調整

加
算
枠

資料2別添①
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■取組評価加算の配点

評価
項目

内容 考え方 配点基準

必須
事項

採用状況

前年度の募集定員を全て採用して
いること（小児科・産科研修プログ
ラム、広域連携型プログラムを除
く）

前年度の採用実績（医学部卒業試
験・医師国家試験不合格者が内定
取り消しになった場合、募集定員を
上回らない範囲で採用実績として
取り扱う。また、他病院の中断者を
受け入れた実績は加算する。）が募
集定員数に満たない場合（小児科・
産科研修プログラム、広域連携型
プログラムを除く）は、以下の配点
は行わない。

協力病院とし
ての研修医の
受け入れ

協力病院としての研修医の受け入
れ数（小児・産婦人科）がどの程度
か

協力病院としての研修医の受け入
れ数（小児・産婦人科）が上位1/3
は２点、中位1/3は1点

救急患者の受
け入れ

常勤医師一人当たりの救急車取扱
件数がどの程度か

常勤医師一人当たりの救急車取扱
件数の上位1/3 は２点、中位1/3は
１点

第三者評価の
受審

第三者評価の受審・認定を受けて
いるか

卒後臨床研修評価機構（JCEP）の
認定を受けている場合２点、日本
医療機能評価機構などの認定を受
けている場合１点

症例数
研修医一人当たりの症例数（年間
新外来患者数）がどの程度か

研修医一人当たりの症例数（年間
新外来患者数）の上位1/3 は２点、
中位1/3は１点

研修指導医数
研修医一人当たりの研修指導医数
がどの程度か

研修医一人当たりの研修指導医数
の上位1/3 は２点、中位1/3は１点

10

地域医療へ
の貢献

研修環境・
質の向上

計（最高点）

（別紙）

資料2別添①
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福岡県医療対策協議会　承認済　（R8.2.20）

九州厚生局健康福祉部医事課　確認済　（R8.4.16）

(　)：広域連携型プログラム(内数)

病院名
令和9年度
基礎研究医

プログラム募集定員

1 国立病院機構 九州医療センター 23 ( 2 )
● 国立病院機構 九州医療センター（小） 2
● 国立病院機構 九州医療センター（産） 2
2 福岡赤十字病院 12 ( 1 )
3 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 12
4 千鳥橋病院 3
5 福岡大学病院 36 ( 4 )

● 福岡大学病院（小） 2
● 福岡大学病院（産） 2
6 九州大学病院 53 ( 6 )

● 九州大学病院（小・産） 4
7 福岡県済生会 福岡総合病院 10
8 医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院 13
9 福岡大学筑紫病院 5

10 聖マリア病院 17
11 久留米大学病院 34 ( 4 ) 1
● 久留米大学病院（小） 2
● 久留米大学病院（産） 2
12 公立八女総合病院 3
13 地方独立行政法人大牟田市立病院 2
14 株式会社 麻生飯塚病院 16
15 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 5
16 独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 5
17 北九州市立八幡病院 4
18 北九州市立医療センター 4
19 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 10 ( 1 )
20 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 5
21 健和会大手町病院 6
22 北九州総合病院 9
23 産業医科大学病院 14 ( 2 )
24 社会医療法人大成会 福岡記念病院 6
25 社会医療法人親仁会 米の山病院 2
26 社会医療法人財団池友会 福岡和白病院 5
27 社会医療法人水光会 宗像水光会総合病院 3
28 医療法人社団高邦会 高木病院 7
29 社会医療法人財団池友会 新小文字病院 4
30 社会医療法人財団池友会 新行橋病院 6
31 公立学校共済組合 九州中央病院 10
32 社会医療法人天神会 新古賀病院 5
33 田川市立病院 3
34 社会保険田川病院 2
35 社会医療法人財団白十字会　白十字病院 3
36 地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院 5
37 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 4
38 福岡県済生会二日市病院 3
39 地方独立行政法人筑後市立病院 2
40 社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 4
41 小倉記念病院 4
42 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 3
43 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 4

計 402 ( 20 ) 1

● …募集定員20名以上の病院に義務づけされる小児科・産科ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

令和9年度の算定方法による募集定員の配分

令和9年度
募集定員

資料2別添①
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○ 令和９（2027）年度については、今後に向けた運用上の課題の把握等も念頭にしながら、基本的には、
令和７（2025）年７月24日医道審議会医師分科会医師専門研修部会において厚生労働省より示された案を
踏まえた方針とする。

○ 令和９（2027）年度のシーリングについては、基本的には令和８（2026）年度の仕組みと同様とするが、具
体的な変更点等は、以下のとおり。

１．シーリング対象
・ 令和７(2025)年に算出された最新の必要医師数や足下医師数のデータを用いることとし、

「2022年医師数」が、「2022年の必要医師数」及び「2030年の必要医師数」と同数あるいは上回る
都道府県診療科とする。
※ただし、過去３年間（令和５～７年度）の採用数の平均が５以下の都道府県診療科は、対象外とする。

２．特別地域連携プログラム
・ 特別地域連携プログラムの連携先要件について

①足下充足率の基準を「0.7以下」から「0.8以下」に引き上げる。 ※小児科は「0.8以下」から「0.9以下」に引き上げ

②「医師少数区域」から「都道府県が候補とした施設」に変更する。
・ 特別地域連携プログラムと連携プログラム（都道府県限定分）を統合する。

３．指導医派遣実績について
・ 通常プログラムの加算数の算出に用いる指導医派遣実績については、実績の収集等の負担等を考慮し、
新たに収集することはせず、令和８(2026)年度のシーリング算出に用いた実績を使用する。

・ ただし、令和９(2027）年度のシーリングにおいて新たに加算数の設置の対象となる都道府県診療科につ
いては、令和８(2026)年度のシーリング算出と同様の方法で実績を収集し、算出に用いる。

方針（案）

令和９（2027）年度専攻医募集におけるシーリングについて

3

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）

令和９（2027）年度専攻医募集におけるシーリング基本方針 全体像

4

連携先における研修期間連携先

1年6ヶ月以上シーリング対象外の都道府県連携プログラム

1年以上
足下充足率0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、
当該都道府県が候補とした施設

特別地域連携
プログラム

募集や採用にあたり生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム整備基準において定められる地域研修等の要件はある

募集や採用にあたり生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム整備基準において定められる地域研修等の要件はある

通常プログラム

※足下充足率 2022足下医師数/2022必要医師数

※精神科は、他に精神保健指定医連携枠を設置することが可能

１．シーリング対象都道府県の選定

○ 令和７(2025)年に算出された最新の必要医師数等を使用し、各都道府県診療科における「2022年の足下医師数」と、「2022年の必要医師数」及び
「2030年の必要医師数」を比較し、両者と同数又は上回る場合とする。

※ 過去３年間の採用数の平均が５以下の都道府県診療科はシーリングの対象外とする。
※ 例外としてシーリングの対象外とする診療科は、外科・産婦人科１) 、病理・臨床検査２)、救急・総合診療科３) の６診療科

１)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由 ２)専攻医が著しく少数である等の理由 ３)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

２．シーリング数や採用上限数、プログラムの内訳等

○ 基本的には令和８（2026）年度の仕組みと同様と
する。

○ 特別地域連携プログラムの連携先要件を変更し、
連携プログラム（都道府県限定分）を統合する。

○ 通常プログラムの加算数の算出に用いる指導医
派遣実績は、実績収集等の負担等を考慮し、基本
的には、新たに収集することはせず、令和８(2026)
年度のシーリング算出に用いた実績を使用する。

通常募集
プログラム
（基本数）

連携
プログラム 直近の過去３年間の平均採用数の一定割合に満たない分

（各プログラムの割合は、令和７年度のものを維持）

当該診療科の直近の過去３年間の全国専攻医採用数の平均
×（都道府県人口/全国の総人口）

通常プログラム
（加算数）

直近の過去３年間の平均採用数の一定割合に満たない場合、
所定の要件を満たす場合に加算（上限あり）

当該都道府県診療科
の直近の過去３年間
の平均採用数

特別地域連携
プログラム

※ 上図の他、以下の仕組みも維持する。

・ シーリング数が少数である都道府県診療科に対する一定数のシーリング数を保障 （留意分）

・ 専門研修指導医を医師少数区域に週５日派遣している派遣実績の評価 （常勤派遣分）

※ 連携プログラムの設置には地域貢献率が原則20%以上が必須要件。

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）
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【令和９(2027)年度募集】シーリングの設定方法について①

シーリング対象とする都道府県診療科の選定２．

「令和４年(2022年)の医師数」≧「令和４年(2022年)の必要医師数」
かつ「令和４年(2022年)の医師数」≧「令和12年(2030年)の必要医師数」を満たす都道府県診療科。

※過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の採用数の平均が５人以下の場合は、シーリング対象外とする。
※「医師数」は、いずれも性年齢構成を反映した仕事量に換算した人数。

シーリング対象の診療科 ※変更なし１．

内科、小児科、皮膚科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、
泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、形成外科、リハビ
リテーション科の13診療科

例外としてシーリングの対象外とする診療科は、
外科・産婦人科１) 、病理・臨床検査２)、救急・総合診療科３)

の６診療科
１)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由
２)専攻医が著しく少数である等の理由
３)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

通常プログラム数の設定３．

（１）通常プログラムの基本数：
当該診療科の過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の全国専攻医採用数の平均×（都道府県の人口/全国の総人口）
※小児科については、（都道府県の15歳未満人口/全国の15歳未満総人口）とする。

（２）通常プログラムの加算数：
（１）の数が、過去３年間の平均採用数に達していない場合、「過去３年間の平均採用数に達しない範囲」かつ「通常プログラ

ム基本数の1５％までの範囲」で、指導医派遣実績に応じた通常プログラムの加算を可能とする。
※（１）においては、直近の過去3年間平均採用数を超えて設定することを許容。一方で、（２）は過去３年間平均採用数に満たない範囲で加算

することとする。

5
（次ページに続く）

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）

【令和９(2027)年度募集】シーリングの設定方法について②

連携プログラムの設置４．

（３）連携プログラムの設置数
３．による通常プログラム数が、過去３年間の平均採用数に満たない場合、過去３年間の平均採用数に達しない範囲で、連

携プログラムの設置を可能とする。（※１）
ただし、当該年度の通常プログラムにおける地域貢献率（※２）が原則20％以上であることを連携プログラムの設置のため

の必須条件とする。

※１ ３.の時点で、直近の過去３年間平均採用数を超えた場合は、連携プログラムは設置されない。

Σ（各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」及び「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間）
※２ 地域貢献率＝

Σ（各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間）

（４）連携プログラムの内訳の設定
各連携プログラムは、令和７年度募集における各プログラムの設置数の比率（実績がない場合は令和７年度募集における

設置数の比率の原則(※３)）を維持して設定する。ただし、特別地域連携プログラムの比率には、都道府県限定分と特別地域
連携プログラムを含めることとする。

シーリング数連携期間連携先区分

｛(3)連携プログラムの設置数｝

×令和７年度の連携プログラム総数に
おける連携プログラムの割合

１年半以上シーリング対象外の都道府県に所在する施設連携プログラム（イ）

｛(3)連携プログラムの設置数｝

×令和７年度の連携プログラム総数に
おける都道府県限定分及び特別地域連

携プログラムの割合

１年以上
足下充足率0.8以下(小児科は0.9以下)の都道府

県にあり、当該都道府県が候補とした施設
特別地域連携

プログラム
（ロ）

※３ 連携プログラム：特別地域連携プログラム（都道府県限定分を含む）＝ ３：２ （内科・整形外科・脳神経外科）
１：１ （眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリテーション科）
１：２ （小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科）

6（次ページに続く）

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）
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【令和９(2027)年度募集】シーリングの設定方法について③

留意分等５．

（５）シーリング数が全国採用数の一定割合に満たない場合の配慮（留意分）

算出されたシーリング数が、当該診療科の過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の全国専攻医採用数の平均の1.7%に満
たない場合、前回シーリング数を超えない範囲で通常プログラムを追加することを可能とする。

※新たにシーリング対象となった都道府県診療科など「前回シーリング数」が存在しない都道府県診療科は、
・これまでシーリング対象となったことがある場合は、直近のシーリング数
・これまでシーリング対象となったことがない場合は、過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の平均採用数
を「前回シーリング数」として代用する。

（６）常勤派遣分

通常プログラム加算数の対象である都道府県診療科について、指導医の全派遣実績のうち、医師少数区域に週５日派遣し
ている派遣実績を更に評価し通常プログラムを追加することを可能とする。

ただし、常勤派遣分での採用については次年度以降の採用実績には計上しない。

7

留意事項

＜シーリング対象外とする医師＞

・①又は②の医師のうち、専攻医期間に医師少数区域又は医師少数スポットで専門研修を行う予定の者。
① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した者（修学資金の貸与の有無を

問わない）
② 自治医科大学を卒業した医師

・既に基本領域専門医を取得済みのダブルボード取得希望者。

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）

　　　本県では、皮膚科がシーリング対象外、新たに泌尿器科・リハビリテーション科がシーリング対象となった。

シーリング シーリング（案） シーリング昨年比

シーリン
グ計

都道府
県限定
分以外

都道府
県限定

分

特別地
域連携
プログラ
ム

シーリン
グ計

右記以
外

特別地
域連携
プログラ
ム

端数調
整

シーリン
グ計

内科 151 138 13 7 2 4 - - 151 138 13 7 7 ▲ 1 - - 0 0 0 - -

皮膚科 13 13 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -

精神科 26 25 0 0 0 0 0 1 26 25 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0

整形外科 43 33 9 6 1 2 - 1 43 33 9 6 3 - - 1 0 0 0 - 0

泌尿器科 - - - - - - - - 17 16 1 1 1 ▲ 1 - - - - - - -

放射線科 16 15 0 0 0 0 - 1 16 15 0 0 0 - - 1 0 0 0 - 0

麻酔科 20 20 0 0 0 0 - - 20 20 0 0 0 - - - 0 0 0 - -

形成外科 9 9 0 0 0 0 - - 9 9 0 0 0 - - - 0 0 0 - -

リハビリ
テーション科 - - - - - - - - 6 6 0 0 0 - - - - - - - -

７領域 ８領域

２０２７年度

連携
プログラ

ム

精神科
指定医
連携枠

通常
プログラ

ム

連携
プログラ

ム

常勤派
遣分

通常
プログラ

ム

連携
プログラ

ム

精神科
指定医
連携枠

常勤派
遣分

通常
プログラ

ム

２０２６年度

常勤派
遣分

基本領域 精神科
指定医
連携枠

２０２７年度のシーリング案＜福岡県＞

19



 

20



  （資料２別添③） 

 

 

 

福岡県におけるキャリア形成プログラムについて 

 

１ 定義 

地域医療に従事する医師のキャリア形成上の不安解消、医師確保が困難な診療科等の解

消及びへき地等における医師の確保を目的として、県が主体となり策定する就業に係るプ

ログラム。 

 

２ 地域枠卒業医師に係るキャリア形成プログラム 

（１）対象者 

診療科偏在の改善を目的とする福岡県地域医療医師奨学金制度を活用し、久留米大学

医学部福岡県特別枠を卒業した地域枠卒業医師（以下、「地域枠卒業医師」と言う。） 

 （２）プログラム全体の就業年数 

  9年間 

（３）配置方針 

Ⅰ 基本的な考え方 

奨学金制度の趣旨に従い地域医療に従事すると同時に、県が指定する診療領域の

専門医資格の取得等のキャリア形成が可能な就業とする。 

Ⅱ 就業期間 

プログラム全体の就業年数 9年間のうち、初期臨床研修 2年間を除く 7年間、県

が指定する診療領域で従事する。 

Ⅲ 従事する診療領域 

・ 外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科及び総合診療 

福岡県地域医療医師奨学金貸与条例施行規則に規定 

Ⅳ 就業先 

・ 卒後 2年間は、初期臨床研修のため、県内の大学病院または臨床研修指定病院と

する。 

・ 卒後 3年目以降は、基本的な診療能力を習得し、各診療領域における適切な教育

を受け、十分な知識・経験を持ち、標準的な医療を提供できる医師として地域医療

に貢献できるよう、一定の症例経験等が期待でき、指導医等上級医による適切な指

導を受けることが可能な専門研修施設※とする。 

・ 卒後 6年目以降は、より専門的な知識・技術の習得のため、サブスペシャルティ

領域における専門研修施設での就業を可能とする。  
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＜概略図＞ 

修学 
就業期間 

初期臨床研修 指定する診療領域における従事 

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

久留米 

大学 

大学病院または 

臨床研修指定病院 
専門研修施設（基本診療領域） 

専門研修施設（サブスペシャルティ領域） 

    

※一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医資格の取得が可能な専門研修プログラ

ムに参加する医療機関 

Ⅴ 取得可能な専門医資格 

一般社団法人日本専門医機構が認定する次の専門医資格 

・ 外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科及び総合診療 

 

３ 自治医科大学卒業医師に係るキャリア形成プログラム 

（１）対象者 

    へき地等の地域医療の確保及び向上に貢献する医師を養成することを目的として、

全都道府県の出資により設立され、授業料等の全額を修学資金として大学から貸与さ

れる自治医科大学医学部を卒業した医師（以下、「自治医科大学卒業医師」と言う。） 

※令和元年度以降に本県から入学する自治医科大学医学部卒業医師を対象とするが、

現在在学中の学生及び卒後 3年目までの医師についても個別に協議の上、参加を促

す。 

 （２）プログラム全体の就業年数 

  通常 9年間  ※留年等の期間がある場合は延長 

 （３）配置方針 

Ⅰ 基本的な考え方 

修学資金返還の債務を免除する要件を満たすよう（義務を適正に履行できるよ

う）、へき地等の公立医療機関で勤務しながら、義務年限期間内での内科または総合

診療専門医資格の取得が可能な就業とする。 

Ⅱ 就業期間 

プログラム全体の就業年数 9年間のうち、研修期間 4年間を除く 5年間、へき地

等の公立医療機関で従事する。 

Ⅲ 従事する診療領域 

 ・ 内科・総合診療 

へき地等の地域社会の医療の確保及び向上のために高度な医療能力を有する総

合医を養成するとした自治医科大学建学の趣旨に則り、内科・総合診療に従事す

る。 
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Ⅳ 就業先 

    ・ 卒後 2 年間は、初期臨床研修のため、県内の大学病院または臨床研修指定病院

とする。 

・ 卒後 3年目は、地域医療についての知識・技術を習得することが可能であり、か

つ総合診療専門研修プログラムの基幹施設である医療機関とする。 

   ・ 卒後 4年目以降は、へき地等勤務期間として、県が指定するへき地等にある公立

医療機関とする。なお、へき地等勤務期間のうち 1 年間（概ね義務年限 6 年目ま

たは 7 年目）を後期研修と位置づけ、研修を目的としたへき地等以外での勤務を

認める。（ただし県内医療機関及び自治医科大学附属病院に限る。） 

 

＜概略図＞ 

 

Ⅴ 取得可能な専門医資格 

一般社団法人日本専門医機構が認定する次の専門医資格 

・ 内科、総合診療 

 

Ⅵ 義務年限中に他県で勤務する期間がある（結婚協定）医師について 

 ・ 取得できる資格や経験できる症例等について、医師本人の希望を踏まえ、両県で

協議の上、本県がキャリア形成プログラムを策定する。 

 ・ 他県出身の医師のキャリア形成プログラムについては、本県では策定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学 

就業期間 

初期臨床研修 

・臨床研修

後期 

・専門研修 

へき地等勤務での診療を通じて、専門医の取得に必要な症例

を経験 

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

自治医

科大学 

大学病院または 

臨床研修指定病院 

県が指定す

る医療機関 

へき地等にある公立医療機関 

（※後期研修期間を除く） 
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   A

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大牟田

市立病院

　B

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

　C

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

　E

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

（サブスペシャルティ
領域（未定））

（整形外科プログラム）

（救急科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

福岡徳洲会病院

福岡大学病
院

徳洲会病院 嶋田病院

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

久留米大学病院
久留米大学病院 久留米大学

病院
福岡東医療
センター

サブスペシャルティ領域
（未定）

久留米
大学

九州大学病院

九州大学病
院

九州医療センター 九州中央病院 サブスペシャルティ領域
（未定）

（総合診療プログラム）

久留米大学 筑後市立病院

サブスペ
シャルティ

領域
（未定）（外科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

新古賀病院
久留米大学 久留米総合 久留米大学

久留米大学福岡県特別枠卒業医師にかかるキャリア形成プログラム

（令和８年５月現在）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

福岡徳洲会病院
久留米大学 久留米大学

聖マリア病院

（産婦人科プログラム）
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　F

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

　G

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米 久留米大学

大学 病院

H

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米
久留米大学

病院
森山

整形外科院

大学

　I

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

J

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米
大学

九州医療センター
福岡市立こども病院 未定

（サブスペシャルティ領域（未定））

（小児科プログラム）

宗像水光会病院
福岡大学病院 未定 （サブスペシャルティ領域（未

定））
（麻酔科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

新古賀病院
二日市病院 （サブスペシャルティ領域

（未定））
（整形外科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

公立八女総
合病院

福岡大学病院 白十字病院 （サブスペシャルティ領域
（未定））

（麻酔科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

聖マリア病院
筑後市立病院 （サブスペシャルティ領域

（未定））

（総合診療プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事
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K

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米 未定

大学

L

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

N

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

O   

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

P

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

九州医療センター 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

大牟田市立病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

九州労災病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
（就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

九州医療センター
指定勤務 専門研修施設（未定）

中断 （サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

久留米
大学

公立八女総合病院
田川市立病

院

福岡大学病
院

未定 （サブスペシャルティ領域
（未定））

（総合診療科プログラム）

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

聖マリア病院
久留米大学病院

（サブスペシャルティ領域（未定））
（産婦人科プログラム）
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Q

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

R

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

S

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

T

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

U

6年間 1 2 3 4 5 6 7 8 9

久留米

大学

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

小倉記念病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

北九州総合病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

大牟田市立病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

JCHO九州病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））

修学
就業期間

初期臨床研修 指定する診療領域における従事

聖マリア病院 専門研修施設（未定）
専門研修施設（未定）

（サブスペシャルティ領域（未定））
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　A

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 6 7 8

　B

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 4 5 8

　C

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

D

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 6 8

自治医科大学卒業医師にかかるキャリア形成プログラム

（令和８年５月現在）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 9

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

6 7 9

休職
（義務
期間の
控除）

九州大学
病院

【後期研修】

へき地等にあ
る公立医療機
関

（内科診療プログラム）

自治医科
大学

九州医療センター
飯塚市立

病院
新宮町

休職
（義務
期間の
控除）

新宮町

へき地等
にある公
立医療機
関

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

自治医科
大学

福岡赤十字病院
飯塚市立

病院
岩手県 小竹町 岩手県

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

飯塚病院
飯塚市立

病院
福智
町

糸田町 茨城県

4 7 9

自治医科
大学

青森県
飯塚市立

病院

休職
（義務期間の控

除）
東峰村

糸田
町

休職
（義務期
間の控
除）

青森県
へき地等にあ
る公立医療機
関

（内科診療プログラム）
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E

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

F

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

G

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

H

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

へき地等にあ
る公立医療機

関

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

飯塚病院
飯塚市立

病院
宗像市

飯塚病院
【後期研修】

糸田町

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

浜の町病院
飯塚市立

病院
八女市

自治医科大
学附属病院

【後期研修】

へき地等にある公立医療機
関

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

福岡赤十字病院
飯塚市立

病院
みやこ町

久留米大学
病院

【後期研修】
へき地等にある公立医療機関

（内科診療プログラム）

4 6 7 9

自治医科
大学

飯塚病院 飯塚病院
【後期研修】

飯塚市立病
院

川崎町 へき地等にある公立医療機関
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I

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

J

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

　K

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 4 5 8

L

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、総合診療専門医の取得に必要な症例を経験

（総合診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

浜の町病院
飯塚市立

病院

久留米大学
病院

【後期研修】

八女市 へき地等にある公立医療機関

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、内科専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

九州医療センター
飯塚市立

病院
宗像市 へき地等にある公立医療機関

（内科診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、総合診療専門医の取得に必要な症例を経験

6 7 9

自治医科
大学

福岡赤十字病院
飯塚市立

病院

休職
（義務
期間の
控除）

飯塚市 滋賀県

（総合診療プログラム）

4 6 7 9

自治医科
大学

浜の町病院
飯塚市立

病院
芦屋町 へき地等にある公立医療機関
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M

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

N

・臨床研修
  後期

・専門研修

6年間 1 2 3 5 8

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、総合診療専門医の取得に必要な症例を経験

（総合診療プログラム）

修学

就業期間

初期臨床研修 へき地等勤務での診療を通じて、総合診療専門医の取得に必要な症例を経験

4 6 7 9

自治医科
大学

福岡赤十字病院
飯塚市立

病院
みやこ町 へき地等にある公立医療機関

4 6 7 9

自治医科
大学

浜の町病院 埼玉県 へき地等にある公立医療機関

（総合診療プログラム）
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資料2別添⑤
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資料2別添⑥
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医師確保計画の見直しについて

資料3-1

（第８次（後期）医師確保計画の策定）



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
1



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
2



➢ 医師確保計画を通じた医師偏在対策について
出典：
厚生労働省HP
医師確保計画の概要

3



➢ 産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策について
出典：
厚生労働省HP
医師確保計画の概要

4



➢医師確保計画の策定を行う体制について

福岡県
（医師・看護職員確保対策室）

医師確保計画の案を作成

福岡県医療対策協議会

医師確保計画を策定

福岡県医療審議会
（医療計画部会）

諮問、聴取

答申

・委員17名
・会長：福岡県医師会 蓮澤会長

①

・ 医師確保計画に基づく具体的な医師偏在対策については、地域医療対策協議会に
おいて実施に必要な協議を行い、協議が調った事項に基づき対策を講じることとされ
ている。
・このため、医師確保計画の策定段階から地域医療対策協議会と計画案の共有、意見
の反映が必要とされている。
（医療法第30条の23）

・医師確保計画は医療計画の一部であることから、医療審議会への諮問・答申を経て
県が策定する。
（医療法第30条の4第17項）

②

計画案を協議

5



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
6



➢第8次（前期）医師確保計画における目標医師数の進捗状況

圏域名 区分
計画開始時点の

医師数
（2022年度算定）

現在の医師数
（2025年度算定）

目標医師数
（2026年）

福岡県 多数 15,931人 16,069人 15,931人以下

01福岡・糸島 多数 6,244人 6,191人 6,619人以下

02粕屋 多数 588人 600人 588人以下

03宗像 288人 279人 288人以下

04筑紫 多数 785人 922人 795人以下

05朝倉 151人 150人 151人以下

06久留米 多数 2,056人 2,074人 2,056人以下

07八女・筑後 306人 295人 306人以下

08有明 多数 577人 561人 577人以下

09飯塚 多数 672人 669人 672人以下

10直方・鞍手 206人 201人 206人以下

11田川 257人 245人 257人以下

12北九州 多数 3,530人 3,608人 3,530人以下

13京築 少数 273人 274人 295人

出典：第8次（前期）県医師確保計画、厚生労働省HP 令和8年4月公表データ 7

【目標医師数】
○ 福岡県全体：計画開始時の医師数（「標準化医師数」以下同じ）以下

○ 二次医療圏：

医師少数区域以外ー計画開始時の医師数以下または計画開始時の医師偏在指標を維持するための医師数以下のいずれか高い方

 医師少数区域ー全国下位1/3を脱するための医師数



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
8



➢第８次（後期）医師確保計画の主な変更点について

9

・医師少数区域について、医師偏在指標
のみでなく、地理的要素（人口密度、二次
救急病院までの距離、離島、特別豪雪地
帯）を反映した上で設定することとされた
・【新設】「重点医師偏在対策支援区域」に
ついて、計画に記載が必要とされた

・【新設】「医師偏在是正プラン」について、
計画に記載が必要とされた

・「計画の取組進捗等を経時的に把握・評
価するための指標」について、計画に記載
が必要とされた

第８次（前期）医師確保計画（R6～R8年度） 第８次（後期）医師確保計画（R9～R11年度）
第8次前期からの変更点

（令和8年3月19日地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会とりまとめ）

第１章 医師確保計画に関する基本事項 第１章 医師確保計画に関する基本事項

第１節 医師確保計画策定の背景・趣旨 第１節 医師確保計画策定の背景・趣旨

第２節 医師確保計画の策定体制 第２節 医師確保計画の策定体制

第３節 医師確保計画の期間 第３節 医師確保計画の期間

第２章 医師偏在指標と医師少数区域等の設定 第２章 医師偏在指標と医師少数区域等の設定

第１節 医師偏在指標 第１節 医師偏在指標

１ 医師偏在指標の考え方 １ 医師偏在指標の考え方

２ 医師偏在指標の作成手続き ２ 医師偏在指標の作成手続き

３ 医師偏在指標の設計 ３ 医師偏在指標の設計

４ 医師偏在指標の値 ４ 医師偏在指標の値

第２節 医師少数区域等の設定 第２節 医師少数区域等の設定

１ 医師少数区域 １ 医師少数区域

２ 医師少数スポット ２ 医師少数スポット

３ 相対的医師少数区域 ３ 相対的医師少数区域

４ 重点医師偏在対策支援区域

第３章 福岡県の医師確保について 第３章 福岡県の医師確保について

第１節 福岡県 第１節 福岡県

１ 医師全体 １ 医師全体

２ 産科 ２ 産科

３ 小児科 ３ 小児科

第２節 二次保健医療圏（周産期医療圏、小児医療圏） 第２節 二次保健医療圏（周産期医療圏、小児医療圏）

１ 医師全体 １ 医師全体

２ 産科 ２ 産科

３ 小児科 ３ 小児科

第３節 医師少数スポット 第３節 医師少数スポット 

１ 現状と課題 １ 現状と課題

２ 医師確保の方針と施策 ２ 医師確保の方針と施策

第４節 重点医師偏在対策支援区域

１ 医師確保の方針と施策

第４章 医師確保計画の効果の測定・評価について 第４章 医師確保計画の効果の測定・評価について



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
10



➢医師偏在指標
【医師偏在指標とは】

全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標として、5要素（①医療需要（ニーズ）及び人口・人
口構成とその変化②患者の流出入等③へき地の地理的条件④医師の性別・年齢分布⑤医師偏在の種別（区域）、診
療科、入院/外来）を考慮して算出した、医師偏在の度合いを示すもの。

算定式の考え方

※１ 標準化医師数…医師の性・年齢別の平均労働時間を反映した医師数

* 同じ年齢階級であれば男性医師より女性医師の方が労働時間を短く算定、また年齢階級がたかくなるほど
労働時間を短く算定

※２ 地域の標準化受療率比…性・年齢別の受療率を反映した医療需要の全国値との比率

* 高齢者ほど受療率が高くなる

注）医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の
状況を表すものであるという性質を十分に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用
を行うことがないよう十分に留意した上で、活用する必要がある。

11

地域の人口（10万人）×  地域の標準化受療率比(※２)

医師偏在指標 =　
医療供給

医療需要

=　
標準化医師数(※１)



➢第8次（後期）医師確保計画における医師偏在指標①

医師偏在指標 全国順位 区分

399.0 6/330 多数

220.7 105/330 多数

198.4 168/330

224.7 97/330 多数

202.0 152/330

407.8 4/330 多数

216.3 118/330

233.6 90/330 多数

341.3 21/330 多数

184.4 205/330

197.4 171/330

301.6 38/330 多数

151.6 288/330 少数

医師偏在指標 全国順位

01福岡・糸島 380.1（▲18.9） 11/330

02粕屋 235.5 （14.8） 112/330

03宗像 192.3  （▲6.1） 223/330

04筑紫 261.5 （36.8） 74/330

05朝倉 213.0 （11.0） 161/330

06久留米 417.7   （9.9） 4/330

07八女・筑後 222.6   （6.3） 135/330

08有明 235.9   （2.4） 111/330

09飯塚 354.2 （12.9） 20/330

10直方・鞍手 202.8 （18.4） 191/330

11田川 195.4  （▲2.0） 214/330

12北九州 319.4 （17.8） 38/330

13京築 161.6 （10.0） 287/330

313.3 3/47 多数福岡県 320.4  （7.1） 3/47 多数

第８次（後期）医師偏在指標（暫定値） （参考）第８次（前期）医師偏在指標

出典：厚生労働省HP 令和8年4月公表データ 12

…全国の上位33.3％（都道府県 276.9 二次医療圏 236.0）
…全国の下位33.3％（都道府県 243.2 二次医療圏 193.7）

…全国の上位33.3％（都道府県 266.9 二次医療圏 217.7）
…全国の下位33.3％（都道府県 228.0 二次医療圏 179.3）



➢第8次（後期）医師確保計画における医師偏在指標①

13

第8次（前期）医師確保計画における医師偏在指標の作成手続き

R4 ・厚生労働省が医師偏在指標（暫定値）を算出（R5年4月公表）

R5 ・都道府県が第8次医療計画策定に当たり二次医療圏、周産期医療圏及
び小児医療圏の見直しを検討

９月まで
・都道府県において、二次医療圏等の見直しを行う場合、見直し後の
二次医療圏等間における患者の流出入を厚生労働省に報告
（二次医療圏等の見直しを行わない場合は、暫定値を確定値とする）

報告後順
次

・都道府県の報告を踏まえ、厚生労働省において、当該見直しが行わ
れる二次医療圏の医師偏在指標（確定値）を算定

≪参考≫



➢第8次（後期）医師確保計画における医師偏在指標②
○ 「医療供給」及び「医療需要」の前期からの伸び

第8次（前期） 第8次（後期） 伸び率

医療
供給:
（標準化
医師数）

医療
需要:

医療
供給:
（標準化
医師数）

医療
需要:

医療供給 医療需要

地域の
人口
（10万人）

地域の
標準化
受療率比

地域の
人口
（10万人）

地域の
標準化
受療率比

福岡県 15,931 50.9 51.2425 0.9924 16,069 50.2 50.8714 0.9860 0.0087 ▲0.0137

01福岡・糸島 6,244 15.6 16.6544 0.9396 6,191 16.3 17.1241 0.9512 ▲0.0084 0.0409

02粕屋 588 2.7 2.9519 0.9030 600 2.5 2.9414 0.8666 0.0203 ▲0.0438

03宗像 288 1.5 1.6447 0.8832 279 1.4 1.6608 0.8724 ▲0.0330 ▲0.0025

04筑紫 785 3.5 4.422 0.7896 922 3.5 4.4286 0.7962 0.1749 0.0096

05朝倉 151 0.7 0.8417 0.8882 150 0.7 0.8258 0.8541 ▲0.0053 ▲0.0566

06久留米 2,056 5.0 4.5649 1.1045 2,074 5.0 4.4804 1.1082 0.0087 ▲0.0152

07八女・筑後 306 1.4 1.3109 1.0780 295 1.3 1.2783 1.0353 ▲0.0364 ▲0.0636

08有明 577 2.5 2.1358 1.1560 561 2.4 2.0053 1.1852 ▲0.0275 ▲0.0373

09飯塚 672 2.0 1.7781 1.1066 669 1.9 1.7101 1.1047 ▲0.0035 ▲0.0399

10直方・鞍手 206 1.1 1.0667 1.0457 201 1.0 1.0260 0.9651 ▲0.0235 ▲0.1124

11田川 257 1.3 1.2250 1.0628 245 1.3 1.1489 1.0927 ▲0.0454 ▲0.0357

12北九州 3,530 11.7 10.7818 1.0855 3608 11.3 10.4327 1.0827 0.0221 ▲0.0349

13京築 273 1.8 1.8668 0.9640 274 1.7 1.8094 0.9386 0.0057 ▲0.0563

地域の人口（10万人）×  地域の標準化受療率比
医師偏在指標 =　

医療供給
　=　

標準化医師数

医療需要

出典：厚生労働省HP令和8年4月公表データ 14：全国の上位33.3％ ：全国の下位33.3％ ：医師偏在指標が前期より低下



福岡県
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「医療供給」及び「医療需要」の前期からの伸び

➢第8次（後期）医師確保計画における医師偏在指標②

15

○ 前期の指標を0として比較した結果、医療需要は多くの医療圏で前回値より低下、医療供給は▲0.04～0.02の間に多
く分布している。

○ 医師偏在指標 =　
医療供給

医療需要

=　
地域の人口（10万人）×  地域の標準化受療率比

標準化医師数

医師偏在指標が
前期より低下



➢第8次（後期）医師確保計画における医師偏在指標③

16

○ 医師偏在指標等の設計に用いられた主なデータの出典及び時点は次のとおり。

主なデータ 出典
時点

第8次（前期） 第8次（後期）

医療施設従事医師数
医師・歯科医師・薬剤
師統計（調査）

2020.12.31現在 2024.12.31現在

労働時間比
医師の勤務実態調査
（医師の勤務環境把
握に関する調査）

2022.7 2022.7

人口 住民基本台帳人口 2021.1.1現在 2025.1.1現在

患者数 患者調査 2017.9 2023.9

患者流出入数 都道府県への調査 2022 2024



➢産科・小児科における医師偏在指標

算定式の考え方

17

【分娩取扱医師偏在指標と小児科医師偏在指標とは】

産科・小児科については、政策医療の観点、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいこと等から、「分娩取扱
医師偏在指標」及び「小児科医師偏在指標」を設定。

=　分娩取扱医師偏在指標
標準化分娩取扱医師数(※１)

分娩件数÷1,000件

=　小児科医師偏在指標
地域の年少人口（10万人）×  地域の標準化受療率比(※３)

標準化小児科医師数(※２)

※１ 標準化分娩取扱医師数…医師数に性・年齢別の労働時間を加味したもの

※２ 標準化小児科医師数…医師数に性・年齢別の労働時間を加味したもの

※３ 地域の年少人口（10万人）× 地域の標準化受療率比…地域の年少人口に性・年齢階級による受療率の違いを調整



➢ 第8次（後期）医師確保計画における分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標

医師偏在指標 全国順位 区分

10.4 94/258

11.6 71/258

8.7 147/258

12.7 53/258

11.0 12/47

分
娩
取
扱

医
師
偏
在
指
標

医師偏在指標 全国順位 区分

01福岡 （） /258

02筑後 （） /258

03筑豊 （） /258

04北九州 （） /258

福岡県 （） /47

18

128.1 75/303

81.7 250/303 少数

96.8 182/303

85.0 228/303 少数

94.9 189/303

170.3 13/303

89.0 217/303 少数

124.3 86/303

124.0 88/303

81.5 251/303 少数

119.8 103/303

132.7 58/303

40.8 302/303 少数

122.0 16/47

小
児
科
医
師
偏
在
指
標

01福岡・糸島 （） /303

02粕屋 （） /303

03宗像 （） /303

04筑紫 （） /303

05朝倉 （） /303

06久留米 （） /303

07八女・筑後   （） /303

08有明   （） /303

09飯塚 （） /303

10直方・鞍手 （） /303

11田川 （） /303

12北九州 （） /303

13京築 （） /303

福岡県 （） /47

データ待ち

＝閾値
二次医療圏
92.2
都道府県
108.7

＝閾値
二次医療圏
7.6
都道府県
9.5

第８次（後期）医師偏在指標（暫定値） （参考）第８次（前期）医師偏在指標



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢医師少数区域①
○ 医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を進められるよう、「医師少数県/区域」及び「医師多数県/区
域」を設定し、これらの区域分類に応じて具体的な医師確保対策を実施することとされている。

○ 医師少数区域は、医師偏在指標の全国下位33.3％に該当する二次医療圏が、設定の対象となる。ただし、全国
下位33.3％に該当する二次医療圏であっても、近隣の二次医療圏の医療機関において当該二次医療圏の住民
の医療を提供することと企図しているような場合等については、近隣の二次医療圏において医療提供体制が補
完されている等により、医師少数区域として設定しないことも可能。

○ 第８次（前期）医師確保計画においては、京築保健医療圏が全国下位33.3％に該当していたことから、地元医師
会や中核病院、保健所の意見を踏まえ、京築保健医療圏を医師少数区域に設定。

20

医師確保対策の基本的な考え方

都道府県

医師少数県 他の医師多数県からの医師の確保を行う

医師中程度県
医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて、
他の医師多数県からの医師の確保ができる

医師多数県 他の都道府県からの医師の確保を行わない

二次医療圏

医師少数区域 他の医師多数区域からの医師の確保を行う

医師中程度区域
必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保
ができる

医師多数区域 二次医療圏外からの医師の確保を行わない



➢医師少数区域②

【へき地尺度】

へき地医療に関わる関係者へのアンケート調査に基づ
き、①人口密度、②最寄りの二次・救急医療機関までの
直線距離、③離島、④特別豪雪地帯を項目として選定し、
日本国内の医療におけるへき地の度合いを示す尺度

○ 医師少数区域の設定に当たり、①医師偏在指標による下位
1/3に該当する区域に加えて、②医師偏在指標による中位
1/3の区域のうち、「へき地尺度」が特に高い区域（全国上位
10％の区域）を追加し、新たな「医師少数区域」とされた。

* 本県には「へき地尺度全国上位10％の区域」はなし

○ 従来から、二次医療圏内の山間部にへき地を多く抱えている場合や、医療機関のアクセスに時間を要するといっ
た地理的要素が医師偏在指標に反映されていないことが課題であった。

○ 第８次（後期）医師確保計画においては、現行の医師偏在指標に、地理的な要素（人口密度、医療機関へのアクセ
ス、離島や豪雪地域といった地理上の特性）を反映した上で医師少数区域を設定する。

出典：厚生労働省HP
へき地尺度について
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≪令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめ≫



➢医師少数区域③

医師少数区域

医師多数区域

上位
33.3％

○第８次（後期）医師確保計画における医師偏在指標において、宗像保健医療圏と京築保健医療圏が全国下位
33.3％に該当しているため、当該区域の地元医師会や中核病院、保健所等への聞き取り調査を実施し、医師少
数区域の設定について検討する。

380.1 福岡・糸島

235.9 有明

222.6 八女・筑後

417.7 久留米

213.0 朝倉

261.5 筑紫

192.3 宗像

235.5 粕屋

202.8 直方・鞍手

161.6 京築

354.2 飯塚
319.4 北九州

出典：厚生労働省HP令和8年4月公表データ
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医師偏在指標 全国順位 へき地尺度

01福岡・糸島 380.1 11/330 ▲0.00533

02粕屋 235.5 112/330 ▲0.00087

03宗像 192.3  223/330 0.00490

04筑紫 261.5 74/330 ▲0.00708

05朝倉 213.0 161/330 0.00161

06久留米 417.7   4/330 ▲0.00140

07八女・筑後 222.6   135/330 0.00048

08有明 235.9   111/330 ▲0.00090

09飯塚 354.2 20/330 ▲0.00029

10直方・鞍手 202.8 191/330 0.00025

11田川 195.4  214/330 ▲0.00076

12北九州 319.4 38/330 ▲0.00427

13京築 161.6 287/330 0.00201

193.7
195.4 田川

236.0

下位
33.3％

※ 医師偏在指標が中位33.3％のうち、へき地尺度が0.1518以上の区域が医師少数区域の対象。 ：全国の上位33.3％ ：全国の下位33.3％

今後の対応



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢医師少数スポット

医師少数スポット

○ 第８次（前期）計画で設定した区域の市町村への聞き取り調査を実施し、意見を踏まえた上で医師少数スポット
の設定について検討する。

離島
（4地域）

①藍島
（北九州市小倉北区）

②大島
（宗像市）

③相島
（新宮町）

④玄界島
（福岡市西区）

離島を除く
へき地（4地域）

⑤東峰村小石原地域
（東峰村立診療所を中心と
した半径４kmの地域）

⑥東峰村鼓地域
（東峰村立鼓診療所を中心
とした半径４kmの地域）

⑦八女市矢部地域
（矢部診療所を中心とした
半径４kmの地域）

⑧八女市辺春地域
（辺春診療所を中心とした
半径４kmの地域）

○ 実際の医師偏在対策の実施に当たっては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要となる場合がある
ことから、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討することができるものとし、局所的
に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるとされて
いる。

○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定することとされているものの、へき地や離島等においては、
必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能。

24

〈第8次（前期）医師確保計画における医師少数スポット〉

今後の対応

全国330医療圏



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢相対的医師少数区域①
○ 産科・小児科については都道府県ごと及び周産期医療圏（※1）又は小児医療圏（※1）ごとの分娩取扱医

師偏在指標又は小児科医師偏在指標の値を全国で比較し、医師偏在指標が下位一定割合（33.3％）に
該当する医療圏を「相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域」として設定（※2）されている。

※1 本県では、周産期医療圏は4圏域、小児医療圏は二次医療圏と同じ圏域
※2 都道府県における決定の判断は、想定されていない。

○ また、産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏等においても、産科医師又は小児科医師が
不足している可能性があることに加え、これまでに医療圏を越えた地域間の連携が進められてきた状況
に鑑み、仮に産科医師又は小児科医師が多いと認められる医療圏を設定すると当該医療圏は産科医師
又は小児科医師の追加的な確保ができない医療圏であるとの誤解を招くおそれがあるため、産科・小児
科においては医師多数都道府県や医師多数区域は設定されていない。

○ なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、画一的に医師の確保を図るべき医療
圏と考えるのではなく、当該医療圏内において産科医師又は小児科医師が少ないことを踏まえ、周産期
医療又は小児医療の提供体制の整備について特に配慮が必要な医療圏として考えるものとされている。
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➢相対的医師少数区域②

27

医師偏在指標 全国順位 区分

01福岡 （） /258

02筑後 （） /258

03筑豊 （） /258

04北九州 （） /258

福岡県 （） /47

第８次（後期）分娩取扱医師偏在指標（暫定値）

医師偏在指標 全国順位 区分

01福岡・糸島 （） /303

02粕屋 （） /303

03宗像 （） /303

04筑紫 （） /303

05朝倉 （） /303

06久留米   （） /303

07八女・筑後   （） /303

08有明   （） /303

09飯塚 （） /303

10直方・鞍手 （） /303

11田川 （） /303

12北九州 （） /303

13京築 （） /303

福岡県 （） /47 多数

第８次（後期）小児科医師偏在指標（暫定値）

データ待ち



1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢ 重点医師偏在対策支援区域

【医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（R6.12厚生労働省）】

○ 都道府県において、医師確保計画の中でより実効性のある医師偏在対策の取組を進めるため、重点医師
偏在対策支援区域を対象とした医師偏在是正プランを策定する。

○ 医師偏在是正プランにおいては、重点医師偏在対策支援区域、支援対象医療機関、必要な医師数、医師
偏在是正に向けた取組等を定めることとし、策定に当たっては、地域医療対策協議会及び保険者協議会
で協議する。

議事４「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて」で協議
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1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢医師確保の方針①

令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめ

○ 全体の医師数は経時的に増加傾向にあるが、診療科ごとの医師数の増加ペースは異なる。そのため、従来の医
師確保の方針を踏まえつつ、診療科偏在に配慮した医師確保の方針を設定する。

第８次（前期）医師確保計画策定ガイドラインにおける医師確保の方針

31

医師確保対策の基本的な考え方

都道府県

医師少数県 他の医師多数県からの医師の確保を行う

医師中程度県
医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて、
他の医師多数県からの医師の確保ができる

医師多数県 他の都道府県からの医師の確保を行わない

二次医療圏

医師少数区域 他の医師多数区域からの医師の確保を行う

医師中程度区域
必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保
ができる

医師多数区域 二次医療圏外からの医師の確保を行わない



➢医師確保の方針②
第8次（前期）医師確保計画における医師確保の方針（県全体）

① 本県の医師偏在指標は全国の上位33.3％に属しており、厚生労働省によって、医師多数県に設定されている
ことから、新たな施策による他県からの医師確保を実施するのではなく、県内の医療施設に従事する医師の定
着を通じた医師確保に取り組んでいきます。

② 医師の働き方改革への対応により医師確保が困難となってくることを踏まえ、地域医療構想との整合を図りつ
つ、本県に勤務する医師の定着等により現在の医師数が維持されるよう、取り組んでいきます。

③ 医師少数区域である京築保健医療圏や医師少数スポットにおける医師確保を図るとともに、産科及び小児科
については、周産期医療及び小児医療の提供体制を考慮した対策を行います。

○ 第8次（後期）医師確保計画における医師確保の方針については、第8次（前期）医師確保計画における医師確保
の方針及び医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、検討する。

○ なお、医師確保の方針は、県全体及び二次医療圏は医師全体・産科・小児科ごとに、医師少数スポット及び重点
医師偏在対策支援区域は医師全体について、定めることとされている。
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今後の対応



➢目標医師数

○ 第8次（後期）医師確保計画における目標医師数については、第8次（前期）医師確保計画における目標医師数等
及び医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、検討する。

第８次（前期）医師確保計画策定ガイドラインにおける目標医師数の設定

33

目標医師数の基本的な考え方

都道府県

医師少数県
・計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全国下位33.3％
を脱するために必要な医師の総数。

医師少数県以外
・自県の二次医療圏の設定上限数の合計が、県の計画開始時の医師数を上回る場合は、
二次医療圏の目標医師数の合計が県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次
医療圏の目標医師数を設定する。

二次医療圏

医師少数区域
・計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全国下位33.3％
を脱するために必要な医師の総数。

医師少数区域以外

・原則として計画開始時の医師数を設定上限数とする。
・ただし、今後の医療需要の増加が見込まれる地域では、厚生労働省が参考
として提示する「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持するため
の医師数」を踏まえ、その数を設定上限数とする。

今後の対応

令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する
検討会とりまとめにおける変更点はなし

第8次（前期）医師確保計画における目標医師数

○ 福岡県全体：計画開始時の医師数（「標準化医師数」以下同じ）以下

○ 二次医療圏：

医師少数区域以外ー計画開始時の医師数以下または計画開始時の医師偏在指標を維持するための医師数以下のいずれか高い方

 医師少数区域ー全国下位1/3を脱するための医師数



➢医師確保の施策
第８次（前期）医師確保計画におけるの医師確保の施策（県全体）

①自治医科大学卒業医師の派遣 ②寄附講座設置による医師派遣 ③特定診療科の医師確保

④臨床研修医の確保 ⑤総合診療医の確保 ⑥産科・小児科の医師確保 ⑦キャリア形成プログラムの策定

⑧子育て医師等の支援 ⑨女性医師の支援・確保 ⑩医療勤務環境の改善 ⑪医師の働き方改革への対応

⑫医師確保状況等の把握・分析

令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめ

○ 医師多数都道府県においては、ドクターバンクや広域マッチング事業への登録について周知するとともに、登録
者数を把握することに努めることとする。

今後の対応

○ 第8次（後期）医師確保計画における医師確保の施策については、第8次（前期）医師確保計画における医師確保
の施策及び医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、検討する。
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1. 医師確保計画について

2. 第８次（前期）医師確保計画の進捗状況について

3. 第８次（後期）医師確保計画について

（１）医師偏在指標と医師少数区域等の設定について

①医師偏在指標について

②医師少数区域等の設定について

（ア）医師少数区域

（イ）医師少数スポット

（ウ）相対的医師少数区域

（エ）重点医師偏在対策支援区域

（２）医師確保の方針と施策について

（３）医師確保計画の効果の測定・評価について
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➢計画の効果の測定・評価①
第８次（前期）医師確保計画策定ガイドラインにおける計画の測定・評価

○ 「計画終了時点の医師偏在指標の値の見込みの算出は困難であることから、病床機能報告等の活用可能なデー
タを参考として医師確保計画の効果を測定・評価すること」とされていたが、病床機能報告には無床診療所等の
医師が含まれていないことから、医師確保計画の効果を測定・評価することは難しいとしていた。

令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめ

○ 医師確保計画に基づく取組の進捗等の状況を経時的に把握・評価するための定量的な指標が提示された（P37
参照）。

今後の対応

○ 医師確保計画の効果の測定・評価においては、医師確保計画策定ガイドラインを踏まえ、検討する。
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➢計画の効果の測定・評価②

37

令和8年3月19日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめで示された定量的な指標の例

都道府県の課題 区分 設定すべき評価指標 取得頻度 取得方法

・都道府県
全体の医師
の確保

・都道府県全
体の医師の
確保の状況

・都道府県内の全体の医師数（年代別、人口・可住地面積あたり） 2年に1回 三師統計

・医師養成の
動向

・自県大学や、自県出身者の動向（自県大学卒業医師数、地元出身医師
数等）
・臨床研修修了後の医師等の定着状況

2年に1回

年1回

三師統計

都道府県調査

・地域枠医師
等の動向

・地域枠、地元出身者枠、恒久定員内地域枠等の設置状況
・地域枠等の義務年限後の定着状況

年1回
都道府県調査
都道府県調査

・都道府県
内の地域偏
在の解消

・二次医療圏
ごとの医師
の確保の状
況

・二次医療圏別の医師数（年代別、人口・可住地面積あたり）
・二次医療圏内外の患者の流出入数
・ドクターバンク・広域マッチング事業登録者数
・新たに確保した医師の採用経緯（医局派遣、人材紹介会社等）の内訳

2年に1回
3年に1回

三師統計
患者調査
事業者等より取
得
都道府県調査

・医師少数ス
ポット、重点
医師偏在対
策支援区域
の動向

・医師少数スポットの医師数（年代別、人口・可住地面積あたり）
・重点医師偏在対策支援区域の医師数

年1回
年1回

都道府県調査
都道府県調査

・医師派遣調
整

・地域医療対策協議会で調整された、医師少数区域等に派遣された医
師総数・地域枠医師数とその割合

年1回 都道府県調査

・都道府県
内での必要
な診療科の
確保

・総合診療

・総合診療専門医の養成に係る状況（専門研修プログラム数、採用人
数、充足率等）
・リカレント教育受講者数、都道府県による管内への周知回数

年1回

都道府県調査
事業者等より取
得、都道府県調
査

・地域で不足
する診療科

・地域で不足する特定診療科について、二次医療圏別医師数 2年に1回 三師統計
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医師偏在指標（令和８年４月公表）

（二次医療圏別）

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

00 全国 全国 266.8

0101 北海道 南渡島 214.2 0.0196

0102 北海道 南檜山 156.3 0.0964

0103 北海道 北渡島檜山 134.6 0.2801

0104 北海道 札幌 293.4 0.0100

0105 北海道 後志 209.1 0.2194

0106 北海道 南空知 177.1 0.1779

0107 北海道 中空知 199.0 0.2805

0108 北海道 北空知 173.6 0.3038

0109 北海道 西胆振 194.6 0.0676

0110 北海道 東胆振 174.9 0.0020

0111 北海道 日高 129.0 0.0091

0112 北海道 上川中部 295.2 0.1050

0113 北海道 上川北部 201.6 0.3025

0114 北海道 富良野 158.0 0.1755

0115 北海道 留萌 173.0 0.3172

0116 北海道 宗谷 167.6 0.3088

0117 北海道 北網 152.4 0.0292

0118 北海道 遠紋 148.4 0.1043

0119 北海道 十勝 193.0 0.0166

0120 北海道 釧路 160.9 0.0091

0121 北海道 根室 124.5 0.1617

0201 青森県 津軽地域 259.7 0.0906

0202 青森県 八戸地域 179.3 0.0006

0203 青森県 青森地域 186.0 0.2479

0204 青森県 西北五地域 170.0 0.1154

0205 青森県 上十三地域 134.2 0.0877

0206 青森県 下北地域 187.1 0.0023

0301 岩手県 盛岡 257.8 0.0049

0302 岩手県 岩手中部 157.4 0.0243

0303 岩手県 胆江 176.2 0.0020

0304 岩手県 両磐 147.8 -0.0005

0305 岩手県 気仙 160.9 0.0041

0306 岩手県 釜石 129.6 0.0018

0307 岩手県 宮古 128.3 0.0049

0308 岩手県 久慈 148.2 0.0057

0309 岩手県 二戸 205.1 0.0035

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

0401 宮城県 仙南 197.3 0.0020

0403 宮城県 仙台 302.6 -0.0022

0406 宮城県 大崎・栗原 190.3 0.0110

0409 宮城県
石巻・登米・

気仙沼 186.2 0.0045

0501 秋田県 県北 152.8 0.0411

0502 秋田県 県央 262.3 0.0140

0503 秋田県 県南 165.7 0.1144

0601 山形県 村山 256.3 0.1000

0602 山形県 最上 140.3 0.3015

0603 山形県 置賜 194.3 0.3040

0604 山形県 庄内 178.0 0.0554

0701 福島県 県北 315.1 0.0000

0702 福島県 県中 199.2 0.0014

0703 福島県 県南 194.1 0.0009

0706 福島県 相双 210.6 0.0030

0707 福島県 いわき 173.6 0.0012

0708 福島県 会津・南会津 179.9 0.1257

0801 茨城県 水戸 234.0 0.0002

0802 茨城県 日立 132.3 0.0001

0803 茨城県
常陸太田・ひ
たちなか 130.4 0.0010

0804 茨城県 鹿行 145.2 0.0018

0805 茨城県 土浦 196.4 0.0005

0806 茨城県 つくば 367.5 0.0002

0807 茨城県 取手・竜ヶ崎 160.0 0.0001

0808 茨城県 筑西・下妻 157.5 0.0017

0809 茨城県 古河・坂東 144.4 -0.0004

0901 栃木県 県北 171.2 0.0017

0902 栃木県 県西 207.9 0.0017

0903 栃木県 宇都宮 194.8 -0.0033

0904 栃木県 県東 201.1 0.0020

0905 栃木県 県南 363.4 -0.0004

0906 栃木県 両毛 187.5 -0.0006

上位33.3% 下位33.3% 中位33.3%でへき地尺度が上位10%

※上位33.3%の閾値を236.0、下位33.3%の閾値を193.7と設定している。

※①医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、②医師偏在指標が中位33.3%に該当する区域のうちへき地尺度が特に高い区

域（上位10%）を医師少数区域と設定することとする。

2



（二次医療圏別）

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

1001 群馬県 前橋 364.4 -0.0016

1002 群馬県 渋川 204.2 0.0011

1003 群馬県 伊勢崎 181.6 -0.0016

1004 群馬県 高崎・安中 225.8 -0.0021

1005 群馬県 藤岡 203.5 0.0025

1006 群馬県 富岡 188.2 0.0017

1007 群馬県 吾妻 159.4 0.0026

1008 群馬県 沼田 220.0 0.0290

1009 群馬県 桐生 183.5 0.0003

1010 群馬県 太田・館林 153.8 -0.0010

1101 埼玉県 南部 204.0 -0.0137

1102 埼玉県 南西部 187.7 -0.0123

1103 埼玉県 東部 199.9 -0.0065

1104 埼玉県 さいたま 250.5 -0.0084

1105 埼玉県 県央 198.6 -0.0056

1106 埼玉県 川越比企 240.4 -0.0027

1107 埼玉県 西部 239.3 -0.0051

1108 埼玉県 利根 147.1 -0.0017

1109 埼玉県 北部 149.2 -0.0009

1110 埼玉県 秩父 149.7 0.0010

1201 千葉県 千葉 294.0 -0.0072

1202 千葉県 東葛南部 196.7 -0.0114

1203 千葉県 東葛北部 199.7 -0.0073

1204 千葉県 印旛 233.6 -0.0013

1205 千葉県 香取海匝 212.3 0.0009

1206 千葉県 山武長生夷隅 147.2 0.0011

1207 千葉県 安房 383.1 0.0018

1208 千葉県 君津 179.3 0.0010

1209 千葉県 市原 222.6 -0.0002

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

1301 東京都 区中央部 772.4 -0.0212

1302 東京都 区南部 399.2 -0.0231

1303 東京都 区西南部 396.1 -0.0220

1304 東京都 区西部 554.8 -0.0261

1305 東京都 区西北部 314.4 -0.0251

1306 東京都 区東北部 216.2 -0.0184

1307 東京都 区東部 293.0 -0.0227

1308 東京都 西多摩 143.6 -0.0024

1309 東京都 南多摩 165.1 -0.0088

1310 東京都 北多摩西部 251.1 -0.0107

1311 東京都 北多摩南部 318.4 -0.0146

1312 東京都 北多摩北部 209.8 -0.0131

1313 東京都 島しょ 126.2 0.4611

1404 神奈川県 川崎北部 319.8 -0.0144

1405 神奈川県 川崎南部 342.0 -0.0228

1406 神奈川県 横須賀・三浦 253.1 -0.0037

1407 神奈川県 湘南東部 215.8 -0.0107

1408 神奈川県 湘南西部 261.9 -0.0055

1409 神奈川県 県央 173.7 -0.0079

1410 神奈川県 相模原 229.3 -0.0087

1411 神奈川県 県西 182.6 -0.0012

1412 神奈川県 横浜 265.1 -0.0156

1501 新潟県 下越 154.7 0.0566

1502 新潟県 新潟 248.4 0.0271

1503 新潟県 県央 158.3 0.0830

1504 新潟県 中越 175.9 0.2035

1505 新潟県 魚沼 172.9 0.3017

1506 新潟県 上越 178.5 0.2747

1507 新潟県 佐渡 160.5 0.2243

1601 富山県 新川 213.6 0.0110

1602 富山県 富山 292.5 0.0951

1603 富山県 高岡 218.1 -0.0007

1604 富山県 砺波 212.8 0.1141

1701 石川県 南加賀 213.1 0.0190

1702 石川県 石川中央 320.8 0.0166

1703 石川県 能登中部 214.6 0.0020

1704 石川県 能登北部 169.5 0.0046

上位33.3% 下位33.3% 中位33.3%でへき地尺度が上位10%

医師偏在指標（令和８年４月公表）

※上位33.3%の閾値を236.0、下位33.3%の閾値を193.7と設定している。

※①医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、②医師偏在指標が中位33.3%に該当する区域のうちへき地尺度が特に高い区

域（上位10%）を医師少数区域と設定することとする。
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（二次医療圏別）

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

1801 福井県 福井・坂井 327.4 -0.0001

1802 福井県 奥越 166.9 0.3015

1803 福井県 丹南 164.0 0.0424

1804 福井県 嶺南 205.6 0.0015

1901 山梨県 中北 294.7 -0.0004

1902 山梨県 峡東 187.5 0.0007

1903 山梨県 峡南 218.7 0.0025

1904 山梨県 富士・東部 207.4 0.0020

2001 長野県 佐久 253.5 0.0013

2002 長野県 上小 174.2 0.0004

2003 長野県 諏訪 237.2 -0.0023

2004 長野県 上伊那 166.6 0.0018

2005 長野県 飯伊 177.7 0.0004

2006 長野県 木曽 222.8 0.0050

2007 長野県 松本 329.7 -0.0001

2008 長野県 大北 225.7 0.0997

2009 長野県 長野 207.0 0.0276

2010 長野県 北信 216.9 0.1518

2101 岐阜県 岐阜 276.5 -0.0042

2102 岐阜県 西濃 195.0 0.0051

2103 岐阜県 中濃 204.6 -0.0007

2104 岐阜県 東濃 220.5 -0.0005

2105 岐阜県 飛騨 189.0 0.0839

2201 静岡県 賀茂 122.9 0.0018

2202 静岡県 熱海伊東 226.8 0.0018

2203 静岡県 駿東田方 219.2 -0.0025

2204 静岡県 富士 171.0 -0.0020

2205 静岡県 静岡 255.1 -0.0045

2206 静岡県 志太榛原 206.9 -0.0004

2207 静岡県 中東遠 189.7 0.0003

2208 静岡県 西部 278.0 -0.0012

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

2302 愛知県 海部 205.5 -0.0020

2304 愛知県 尾張東部 334.6 -0.0042

2305 愛知県 尾張西部 213.7 -0.0028

2306 愛知県 尾張北部 195.5 -0.0034

2307 愛知県 知多半島 220.1 -0.0014

2308 愛知県 西三河北部 218.8 0.0007

2309 愛知県 西三河南部西 213.1 -0.0025

2310 愛知県 西三河南部東 206.8 -0.0030

2311 愛知県 東三河北部 199.3 0.0032

2312 愛知県 東三河南部 186.6 -0.0043

2313 愛知県
名古屋・尾張

中部 330.7 -0.0103

2401 三重県 北勢 228.5 -0.0021

2402 三重県 中勢伊賀 275.9 -0.0003

2403 三重県 南勢志摩 248.2 0.0073

2404 三重県 東紀州 164.3 0.0033

2501 滋賀県 大津 399.9 -0.0035

2502 滋賀県 湖南 272.0 -0.0028

2503 滋賀県 甲賀 160.0 0.0001

2504 滋賀県 東近江 225.9 -0.0004

2505 滋賀県 湖東 197.6 -0.0002

2506 滋賀県 湖北 225.1 0.0203

2507 滋賀県 湖西 226.7 0.0026

2601 京都府 丹後 162.8 0.0019

2602 京都府 中丹 201.8 0.0001

2603 京都府 南丹 188.9 0.0018

2604 京都府 京都・乙訓 396.9 -0.0138

2605 京都府 山城北 219.6 -0.0037

2606 京都府 山城南 149.5 0.0010

2701 大阪府 豊能 374.2 -0.0116

2702 大阪府 三島 287.5 -0.0103

2703 大阪府 北河内 249.6 -0.0125

2704 大阪府 中河内 240.5 -0.0110

2705 大阪府 南河内 296.7 -0.0054

2706 大阪府 堺市 230.6 -0.0107

2707 大阪府 泉州 227.0 -0.0059

2708 大阪府 大阪市 347.7 -0.0210

上位33.3% 下位33.3% 中位33.3%でへき地尺度が上位10%

医師偏在指標（令和８年４月公表）

※上位33.3%の閾値を236.0、下位33.3%の閾値を193.7と設定している。

※①医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、②医師偏在指標が中位33.3%に該当する区域のうちへき地尺度が特に高い区

域（上位10%）を医師少数区域と設定することとする。
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（二次医療圏別）

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

2801 兵庫県 神戸 349.6 -0.0115

2804 兵庫県 東播磨 228.4 -0.0062

2805 兵庫県 北播磨 218.1 0.0012

2808 兵庫県 但馬 258.4 0.0031

2809 兵庫県 丹波 223.3 0.0020

2810 兵庫県 淡路 245.7 0.0039

2811 兵庫県 阪神 281.3 -0.0103

2812 兵庫県 播磨姫路 237.0 -0.0001

2901 奈良県 奈良 271.2 -0.0055

2902 奈良県 東和 295.3 0.0002

2903 奈良県 西和 224.4 -0.0050

2904 奈良県 中和 321.5 -0.0022

2905 奈良県 南和 264.8 0.0067

3001 和歌山県 和歌山 363.8 -0.0036

3002 和歌山県 那賀 213.1 -0.0003

3003 和歌山県 橋本 274.8 0.0014

3004 和歌山県 有田 188.5 0.0025

3005 和歌山県 御坊 237.8 0.0041

3006 和歌山県 田辺 239.9 0.0044

3007 和歌山県 新宮 188.6 0.0027

3101 鳥取県 東部 231.4 0.0025

3102 鳥取県 中部 213.2 0.0023

3103 鳥取県 西部 357.6 0.0016

3201 島根県 松江 262.9 0.0004

3202 島根県 雲南 155.4 0.0039

3203 島根県 出雲 418.0 0.0013

3204 島根県 大田 201.2 0.0054

3205 島根県 浜田 241.2 0.0030

3206 島根県 益田 212.5 0.0041

3207 島根県 隠岐 236.4 0.2727

3301 岡山県 県南東部 331.3 0.0010

3302 岡山県 県南西部 301.8 0.0048

3303 岡山県 高梁・新見 172.9 0.0019

3304 岡山県 真庭 182.2 0.0028

3305 岡山県 津山・英田 212.0 0.0023

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

3401 広島県 広島 310.4 -0.0028

3402 広島県 広島西 247.2 0.0937

3403 広島県 呉 283.7 -0.0001

3404 広島県 広島中央 195.7 0.0207

3405 広島県 尾三 217.6 0.0056

3406 広島県 福山・府中 200.7 0.0000

3407 広島県 備北 240.2 0.0046

3501 山口県 岩国 224.7 0.0081

3502 山口県 柳井 168.3 0.0364

3503 山口県 周南 197.1 0.0006

3504 山口県 山口・防府 233.8 -0.0005

3505 山口県 宇部・小野田 325.2 -0.0013

3506 山口県 下関 249.2 0.0010

3507 山口県 長門 189.2 0.0046

3508 山口県 萩 177.3 0.0368

3601 徳島県 東部 325.1 -0.0011

3603 徳島県 南部 248.2 0.0060

3605 徳島県 西部 182.1 0.0034

3702 香川県 小豆 153.8 0.2412

3706 香川県 東部 318.5 0.0032

3707 香川県 西部 224.0 0.0291

3801 愛媛県 宇摩 211.5 0.0025

3802 愛媛県 新居浜・西条 210.1 0.0011

3803 愛媛県 今治 211.7 0.0460

3804 愛媛県 松山 320.3 0.0117

3805 愛媛県 八幡浜・大洲 183.4 0.0055

3806 愛媛県 宇和島 203.0 0.0094

3901 高知県 安芸 260.3 0.0031

3902 高知県 中央 321.3 0.0008

3903 高知県 高幡 198.5 0.0048

3904 高知県 幡多 213.3 0.0064

上位33.3% 下位33.3% 中位33.3%でへき地尺度が上位10%

医師偏在指標（令和８年４月公表）

※上位33.3%の閾値を236.0、下位33.3%の閾値を193.7と設定している。

※①医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、②医師偏在指標が中位33.3%に該当する区域のうちへき地尺度が特に高い区

域（上位10%）を医師少数区域と設定することとする。
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（二次医療圏別）

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

4001 福岡県 福岡・糸島 380.1 -0.0053

4002 福岡県 粕屋 235.5 -0.0009

4003 福岡県 宗像 192.3 0.0049

4004 福岡県 筑紫 261.5 -0.0071

4005 福岡県 朝倉 213.0 0.0016

4006 福岡県 久留米 417.7 -0.0014

4007 福岡県 八女・筑後 222.6 0.0005

4008 福岡県 有明 235.9 -0.0009

4009 福岡県 飯塚 354.2 -0.0003

4010 福岡県 直方・鞍手 202.8 0.0003

4011 福岡県 田川 195.4 -0.0008

4012 福岡県 北九州 319.4 -0.0043

4013 福岡県 京築 161.6 0.0020

4101 佐賀県 中部 358.6 -0.0012

4102 佐賀県 東部 193.2 -0.0025

4103 佐賀県 北部 243.4 0.0133

4104 佐賀県 西部 177.3 0.0013

4105 佐賀県 南部 260.4 0.0013

4201 長崎県 長崎 375.9 0.0024

4202 長崎県 佐世保県北 245.5 0.0206

4203 長崎県 県央 288.9 -0.0002

4204 長崎県 県南 191.9 0.0004

4206 長崎県 五島 233.7 0.2578

4207 長崎県 上五島 247.8 0.2796

4208 長崎県 壱岐 240.6 0.2299

4209 長崎県 対馬 276.8 0.2248

4302 熊本県 宇城 167.4 0.0018

4303 熊本県 有明 206.0 0.0012

4304 熊本県 鹿本 207.5 0.0012

4305 熊本県 菊池 201.3 0.0003

4306 熊本県 阿蘇 194.9 0.0032

4308 熊本県 八代 247.6 0.0004

4309 熊本県 芦北 260.5 0.0028

4310 熊本県 球磨 204.9 0.0015

4311 熊本県 天草 201.1 0.0157

4312 熊本県 熊本・上益城 316.0 -0.0026

医療圏
コード

都道府県 二次医療圏 医師偏在指標 へき地尺度

4401 大分県 東部 288.1 0.0015

4403 大分県 中部 303.3 -0.0014

4405 大分県 南部 209.3 0.0262

4406 大分県 豊肥 212.6 0.0028

4408 大分県 西部 173.8 0.0017

4409 大分県 北部 214.6 0.0025

4501 宮崎県 宮崎東諸県 327.1 -0.0037

4502 宮崎県 都城北諸県 181.4 -0.0015

4503 宮崎県 延岡西臼杵 188.8 0.0027

4504 宮崎県 日南串間 211.9 0.0010

4505 宮崎県 西諸 163.9 0.0030

4506 宮崎県 西都児湯 158.5 0.0020

4507 宮崎県 日向入郷 152.0 0.0003

4601 鹿児島県 鹿児島 381.8 0.0163

4603 鹿児島県 南薩 200.3 0.0004

4605 鹿児島県 川薩 215.2 0.0607

4606 鹿児島県 出水 188.0 0.0073

4607 鹿児島県 姶良・伊佐 184.6 0.0007

4609 鹿児島県 曽於 141.7 0.0037

4610 鹿児島県 肝属 175.3 0.0015

4611 鹿児島県 熊毛 140.5 0.3259

4612 鹿児島県 奄美 178.4 0.3080

4701 沖縄県 北部 245.0 0.0494

4702 沖縄県 中部 263.2 0.0007

4703 沖縄県 南部 339.2 0.0742

4704 沖縄県 宮古 217.1 0.2449

4705 沖縄県 八重山 237.3 0.3177

上位33.3% 下位33.3% 中位33.3%でへき地尺度が上位10%

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用される

ものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要

であり、また、入手できるデータの限界などにより指標の算

定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り

込めているものではない。

このため、医師偏在指標の活用に当たっては、医師の絶対

的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在

の状況を表すものであるという性質を十分に理解した上で、

数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行

うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

医師偏在指標（令和８年４月公表）

※上位33.3%の閾値を236.0、下位33.3%の閾値を193.7と設定している。

※①医師偏在指標が下位33.3%に該当する区域、②医師偏在指標が中位33.3%に該当する区域のうちへき地尺度が特に高い区

域（上位10%）を医師少数区域と設定することとする。
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医療施設従事医師数 ・医師・歯科医師・薬剤師統計（2024年）12月31日現在の医療施設（病院及び診療所）従事医師数に、厚生労働省医政局地域医療計画課・医事課が令和8年に実施した個別調査結果を反映した、

医療施設従事医師数（性・年齢階級別医師数）。

　主たる従事先・従たる従事先の二次医療圏が異なる場合は、主たる従事先の二次医療圏において0.8人、従たる従事先の二次医療圏において0.2人と換算。

労働時間比 ・令和4年7月「医師の勤務環境把握に関する調査」(研究班・厚生労働省医政局医事課)より、医療施設従事医師の性・年齢階級別の平均労働時間（主たる勤務先以外における労働時間を含む）を算出。

人口 ・住民基本台帳人口（2025年）　2025年1月1日現在の人口（外国人含む、性・年齢階級別の人口）。

入院受療率 ・患者調査（2023年）　全国の性・年齢階級別入院患者数

　住民基本台帳人口（2025年1月1日時点）の性・年齢階級別人口を用いて以下の方法で算出。

全国の性・年齢階級別の入院受療率 ＝全国の性・年齢階級別入院患者数（人）÷全国の性・年齢階級別人口（10万人）

無床診療所受療率 ・患者調査（2023年）　全国の性・年齢階級別一般診療所の外来患者数を

　社会医療診療行為別統計（2024年）2024年6月審査分、診療所・無床診療所における初再診・外来診療科・在宅医療等算定回数で按分した無床診療所患者数。

　住民基本台帳人口（2025年1月1日時点）の性・年齢階級別人口を用いて以下の方法で算出。

全国の性・年齢階級別の無床診療所受療率 ＝全国の性・年齢階級別無床診療所患者数（人）÷全国の性・年齢階級別人口（10万人）

無床診療所医療医師需要度 ・令和2年マクロ需給推計における医師の将来の需給推計における医師需要数を用いて以下の方法で算出。

無床診療所医療医師需要度＝｛マクロ医師需要推計における外来医師需要（人）÷無床診療所患者総数（千人）｝÷｛マクロ医師需要推計における入院医師需要（人）÷入院患者総数（千人）｝

入院患者流出入調整係数 ・各都道府県から報告された入院患者流入数・流出数、及び地域の入院患者総数に基づいて、以下の方法で算出。

入院患者流出入調整係数＝ 1　+　{地域の入院患者流入数（千人）　ー　地域の入院患者流出数（千人）}　÷　地域の入院患者総数（千人）

無床診療所患者流出入調整係数 ・各都道府県から報告された地域の無床診療所患者流入数・流出数、及び地域の無床診療所患者総数に基づいて、以下の方法で算出。

無床診療所患者流出入調整係数＝ 1　+　{地域の無床診療所患者流入数（千人）　ー　地域の無床診療所患者流出数（千人）}　÷　地域の無床診療所患者総数（千人）

× 　地域の無床診療所患者流出入調整係数

2.【データの出所・算出方法】

× 　地域の入院患者流出入調整係数

　地域の無床診療所医療需要(※5)

（流出入調整係数反映）
＝ ∑（　 全国の性・年齢階級別無床診療所受療率　×　地域の性・年齢階級別人口 ） × 無床診療所医療医師需要度

　地域の入院医療需要(※4)

（流出入調整係数反映）
＝ ∑（ 全国の性・年齢階級別入院受療率 　×　地域の性・年齢階級別人口 ）

地域の期待受療率(※３)

全国の期待受療率

地域の標準化受療率比(※２) ＝

地域の入院医療需要(※4) 　+　地域の無床診療所医療需要(※５)

　地域の期待受療率(※３) ＝

地域の人口

　標準化診療所医師数(※１) ＝ ∑（　 性・年齢階級別医師数 　×　性・年齢階級別労働時間比 ）

1.【医師偏在指標の算出方法】

医師偏在指標　＝

標準化医師数(※１)

地域の人口（10万人）×  地域の標準化受療率比(※２)
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医師確保計画　策定スケジュール（令和８年度） 【資料3-2】

医療審議会及び医療計画部会
医療対策協議会

県
（医師・看護職員
     確保対策室）

意見照会 等
医療審議会 計画部会

4月

上旬

中旬

下旬

5月

上旬

中旬

下旬

6月

上旬

中旬

下旬

7月

上旬

中旬

下旬

8月

上旬

中旬

下旬

9月

上旬

中旬

下旬

10月

上旬

中旬

下旬

11月

上旬

中旬

下旬

12月

上旬

中旬

下旬

3月

上旬

中旬

下旬

1月

上旬

中旬

下旬

2月

上旬

中旬

下旬

第１回（5/26） 協議

・医師確保計画の見直しについて

・医師偏在指標について

・相対的医師少数区域について

・医師偏在是正プランについて

第２回（８月中旬） 協議

・医師確保計画の構成（案）について

・医師少数区域について

・医師少数スポットについて

・目標医師数について

第１回

（4/13）

諮問

第3回

答申

第３回（９月上旬） 協議

・医師確保の方針及び施策について

・計画の効果の測定及び評価について

第４回（11月中旬） 協議

・医師確保計画の素案について

第５回（２月中旬）

・素案に対する意見照会（パブコメ、市

町村等）の結果等について

産科・小児科に係る計画内容の

説明

（7月下旬）

◆周産期医療協議会

◆小児医療協議会

素案に対する意見照会

◆３師会・市町村・保険者協議会

◆パブリックコメント

◆周産期医療協議会（書面）

◆小児医療協議会（書面）

少数区域・少数スポットの設定に

係る聞き取り調査 等（6月下旬）

◆京築医療圏医師会、中核病院

◆へき地診療所を有する市町村

少数区域・少数スポットの設定に

係る説明 等（7月下旬）

◆へき地医療支援会議

第３回

調査審議

第４回

調査審議

第１回

（6/5）

調査審議

第２回

調査審議

素

案

の

作

成

検討事項の整理

・医師少数区域

等の設定

・医師確保の方針

及び施策 等

・計画決裁起案

・常任委員会報告

・計画公表

第2回

素案の了承

産科・小児科に係る計画内容の

説明

（10月中旬）

◆周産期医療協議会

◆小児医療協議会
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医師偏在の是正に向けた総合的な
対策パッケージについて

1

資料４



１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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○ 都道府県において、今後も一定の定住人口が見込まれるもの

の、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少の

スピードの方が速い地域などを、「重点医師偏在対策支援区域」

（以下「重点区域」という。）に選定

○ 重点区域は、厚生労働省が定める基準を参酌しつつ、

地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、

住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住

民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、

「地域医療対策協議会」及び「保険者協議会」で協議した上で選定

重点医師偏在対策支援区域
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○ 重点区域は、二次医療圏のほか、地域の実情に応じて、

市区町村単位、地区単位等の設定も可能

○ 重点区域は、区域外から医師を確保できないと医療提供体

制の維持が困難と考えられるような、真に重点的に医師を確保

する必要がある区域に限り設定

○ 医師多数県については、厚生労働省の提示する候補区域で

あっても、必ずしも地域住民の医療へのアクセス等に困難を抱

える区域ではないと考えられる場合は、重点区域として設定し

ないことも想定される。

重点医師偏在対策支援区域
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【重点区域を定める際に参酌すべき、厚生労働省が定める基準】

① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏
 県内で医師偏在指標が最も低い「京築保健医療圏」が該当

② 医師少数県の医師少数区域
 本県は医師多数県のため、非該当

③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない
二次医療圏（全国下位1/4）

 県内に該当する医療圏なし

重点医師偏在対策支援区域
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【厚生労働省が提示する候補区域（109区域）】

12

重点医師偏在対策支援区域

ｍ ： 医師多数県

※公表後、最新版を反映



重点医師偏在対策支援区域

○ 医師多数県である本県において、
最も医師偏在指標の低い

「京築保健医療圏」が該当

【国基準のイメージ】

13

＜最新の医師偏在指標（全体）＞

※厚生労働省提供 医師偏在指標データを基に作成
： 全国上位１/３ ： 全国下位１/３



空 白
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可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数
順位

全国 124,731.75 331,092 2.65443

福岡県 2,764.52 16,096 5.82235

福岡・糸島 350.21 6,185 17.66083 ⑬
粕屋 111.03 612 5.51202 ⑨
宗像 108.45 279 2.57261 ⑦
筑紫 113.32 920 8.11860 ⑪
朝倉 164.99 154 0.93339 ①
久留米 371.29 2,126 5.72598 ⑩
八女・筑後 233.51 294 1.25905 ③
有明 225.42 559 2.47982 ⑥
飯塚 176.83 646 3.65323 ⑧
直方・鞍手 130.75 203 1.55258 ④
田川 143.61 239 1.66423 ⑤
北九州 372.74 3,607 9.67699 ⑫
京築 262.34 272 1.03682 ②

① 診療所医師の高齢化率 ② 可住地面積あたり医師数

※厚生労働省提供 令和４年度医師・歯科医師・薬剤師調査データ資料より作成

15

※可住地面積：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた 2025」、
※医師数：厚生労働省「令和６(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計」

（参考１）保健医療圏の状況



③ 過去１０年間における

人口の変化率と人口１０万人当たりの診療所数の変化率

＜二次医療圏＞

H27 R6 H27 R6 H27 R6 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,635,042 1,757,073 1,575 1,833 96.33 104.32 7.5% 8.3%
粕屋 283,596 291,874 171 186 60.30 63.73 2.9% 5.7%
宗像 155,374 165,802 114 111 73.37 66.95 6.7% ▲ 8.8%
筑紫 433,693 440,567 294 305 67.79 69.23 1.6% 2.1%
朝倉 83,965 80,187 72 73 85.75 91.04 ▲ 4.5% 6.2%
久留米 456,223 444,517 449 429 98.42 96.51 ▲ 2.6% ▲ 1.9%
八女・筑後 132,981 126,281 120 120 90.24 95.03 ▲ 5.0% 5.3%
有明 223,405 198,634 218 198 97.58 99.68 ▲ 11.1% 2.2%
飯塚 181,535 167,948 165 159 90.89 94.67 ▲ 7.5% 4.2%
直方・鞍手 109,128 100,626 103 93 94.38 92.42 ▲ 7.8% ▲ 2.1%
田川 126,174 110,411 109 101 86.39 91.48 ▲ 12.5% 5.9%
北九州 1,097,257 1,035,893 1,055 1,045 96.15 100.88 ▲ 5.6% 4.9%
京築 184,498 177,897 163 149 88.35 83.76 ▲ 3.6% ▲ 5.2%

医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

16

※人口：福岡県の人口と世帯年報（平成２７年、令和６年）第４表より算出
※診療所数：厚生労働省 平成２７年医療施設調査（閲覧）第２表、令和６年二次医療圏・市区町村編第２表より

人口の減少に

伴い、診療所が

減少している

人口は減少した

ものの、診療所

は増加又は

存続している

人口が増加し、

診療所も増加

している

人口は増加した

ものの、診療所

の増加が追い

付いていない

人口減少より

診療所の減少

スピードが速い



①より、八女・筑後、飯塚、田川医療圏が、②より、朝倉、八女・
筑後、京築医療圏が候補として考えられるが、人口減少と医療
機関の減少スピードを比較する③において、候補は、京築医療
圏のみ。

以上より、京築保健医療圏の他に、重点区域に適する保健医
療圏はない。

考
察
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空 白
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H27 R6 H27 R6 H27 R6 人口 診療所数
（対10万人）

有明 223,405 198,634 218 198 97.58 99.68 ▲ 11.1% 2.2%
大牟田市 117,413 104,046 126 109 107.31 104.76 ▲ 11.4% ▲ 2.4%
柳川市 67,829 60,976 61 58 89.93 95.12 ▲ 10.1% 5.8%
みやま市 38,163 33,612 31 31 81.23 92.23 ▲ 11.9% 13.5%
飯塚 181,535 167,948 165 159 90.89 94.67 ▲ 7.5% 4.2%
飯塚市 129,246 122,964 132 128 102.13 104.10 ▲ 4.9% 1.9%
嘉麻市 38,780 32,681 25 23 64.47 70.38 ▲ 15.7% 9.2%
桂川町 13,509 12,303 8 8 59.22 65.02 ▲ 8.9% 9.8%
直方・鞍手 109,128 100,626 103 93 94.38 92.42 ▲ 7.8% ▲ 2.1%
直方市 57,180 54,745 67 60 117.17 109.60 ▲ 4.3% ▲ 6.5%
宮若市 28,104 24,948 24 19 85.40 76.16 ▲ 11.2% ▲ 10.8%
小竹町 7,815 6,627 5 6 63.98 90.54 ▲ 15.2% 41.5%
鞍手町 16,029 14,306 7 8 43.67 55.92 ▲ 10.7% 28.1%
田川 126,174 110,411 109 101 86.39 91.48 ▲ 12.5% 5.9%
田川市 48,461 44,261 53 47 109.37 106.19 ▲ 8.7% ▲ 2.9%
香春町 10,866 9,440 4 6 36.81 63.56 ▲ 13.1% 72.7%
添田町 9,923 7,754 12 11 120.93 141.86 ▲ 21.9% 17.3%
糸田町 9,026 7,822 8 8 88.63 102.28 ▲ 13.3% 15.4%
川崎町 16,801 13,822 10 8 59.52 57.88 ▲ 17.7% ▲ 2.8%
大任町 5,183 4,807 6 6 115.76 124.82 ▲ 7.3% 7.8%
赤村 3,028 2,531 4 4 132.10 158.04 ▲ 16.4% 19.6%
福智町 22,886 19,974 12 11 52.43 55.07 ▲ 12.7% 5.0%
北九州 1,097,257 1,035,893 1,055 1,045 96.15 100.88 ▲ 5.6% 4.9%
北九州市 961,815 908,109 956 947 99.40 104.28 ▲ 5.6% 4.9%
中間市 41,808 38,307 34 30 81.32 78.31 ▲ 8.4% ▲ 3.7%
芦屋町 14,199 12,581 8 9 56.34 71.54 ▲ 11.4% 27.0%
水巻町 29,001 27,653 21 23 72.41 83.17 ▲ 4.6% 14.9%
岡垣町 31,587 30,826 23 24 72.81 77.86 ▲ 2.4% 6.9%
遠賀町 18,847 18,417 13 12 68.98 65.16 ▲ 2.3% ▲ 5.5%
京築 184,498 177,897 163 149 88.35 83.76 ▲ 3.6% ▲ 5.2%
行橋市 70,601 70,680 58 56 82.15 79.23 0.1% ▲ 3.6%
豊前市 25,961 22,796 31 28 119.41 122.83 ▲ 12.2% 2.9%
苅田町 34,984 37,946 27 26 77.18 68.52 8.5% ▲ 11.2%
みやこ町 20,264 17,388 16 12 78.96 69.01 ▲ 14.2% ▲ 12.6%
吉富町 6,629 6,334 9 9 135.77 142.09 ▲ 4.5% 4.7%
上毛町 7,460 6,828 8 7 107.24 102.52 ▲ 8.5% ▲ 4.4%
築上町 18,599 15,925 14 11 75.27 69.07 ▲ 14.4% ▲ 8.2%

人口 診療所数 診療所数
（対10万人）

変化率（％）

H27 R6 H27 R6 H27 R6 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,635,042 1,757,073 1,575 1,833 96.33 104.32 7.5% 8.3%
福岡市 1,538,510 1,656,737 1,493 1,746 97.04 105.39 7.7% 8.6%
糸島市 96,532 100,336 82 87 84.95 86.71 3.9% 2.1%
粕屋 283,596 291,874 171 186 60.30 63.73 2.9% 5.7%
古賀市 57,953 58,341 38 41 65.57 70.28 0.7% 7.2%
宇美町 37,941 37,205 16 18 42.17 48.38 ▲ 1.9% 14.7%
篠栗町 31,212 30,871 13 13 41.65 42.11 ▲ 1.1% 1.1%
志免町 45,275 46,132 35 33 77.31 71.53 1.9% ▲ 7.5%
須恵町 27,274 28,997 11 15 40.33 51.73 6.3% 28.3%
新宮町 30,339 32,219 27 29 88.99 90.01 6.2% 1.1%
久山町 8,231 9,295 7 8 85.04 86.07 12.9% 1.2%
粕屋町 45,371 48,814 24 29 52.90 59.41 7.6% 12.3%
宗像 155,374 165,802 114 111 73.37 66.95 6.7% ▲ 8.8%
宗像市 96,566 96,708 72 66 74.56 68.25 0.1% ▲ 8.5%
福津市 58,808 69,094 42 45 71.42 65.13 17.5% ▲ 8.8%
筑紫 433,693 440,567 294 305 67.79 69.23 1.6% 2.1%
筑紫野市 101,122 105,222 77 73 76.15 69.38 4.1% ▲ 8.9%
春日市 110,767 109,619 78 85 70.42 77.54 ▲ 1.0% 10.1%
大野城市 99,575 103,747 64 68 64.27 65.54 4.2% 2.0%
太宰府市 72,200 72,701 42 43 58.17 59.15 0.7% 1.7%
那珂川市 50,029 49,278 33 36 65.96 73.05 ▲ 1.5% 10.8%
朝倉 83,965 80,187 72 73 85.75 91.04 ▲ 4.5% 6.2%
朝倉市 52,459 48,137 51 52 97.22 108.03 ▲ 8.2% 11.1%
筑前町 29,332 30,402 16 18 54.55 59.21 3.6% 8.5%
東峰村 2,174 1,648 5 3 229.99 182.04 ▲ 24.2% ▲ 20.8%
久留米 456,223 444,517 449 429 98.42 96.51 ▲ 2.6% ▲ 1.9%
久留米市 304,499 298,828 308 301 101.15 100.73 ▲ 1.9% ▲ 0.4%
大川市 34,839 30,774 32 28 91.85 90.99 ▲ 11.7% ▲ 0.9%
小郡市 58,009 59,312 58 50 99.98 84.30 2.2% ▲ 15.7%
うきは市 29,540 26,441 28 30 94.79 113.46 ▲ 10.5% 19.7%
大刀洗町 15,155 15,782 9 8 59.39 50.69 4.1% ▲ 14.6%
大木町 14,181 13,380 14 12 98.72 89.69 ▲ 5.6% ▲ 9.2%
八女・筑後 132,981 126,281 120 120 90.24 95.03 ▲ 5.0% 5.3%
八女市 64,437 58,253 61 55 94.67 94.42 ▲ 9.6% ▲ 0.3%
筑後市 48,350 48,462 46 51 95.14 105.24 0.2% 10.6%
広川町 20,194 19,566 13 14 64.38 71.55 ▲ 3.1% 11.1%

人口 診療所数 診療所数
（対10万人）

変化率（％）
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（参考２）市町村の状況

※人口：福岡県の人口と世帯年報（平成２７年、令和６年）第４表より算出
※診療所数：厚生労働省 平成２７年医療施設調査（閲覧）第２表、令和６年二次医療圏・市区町村編第２表より

＜市町村別＞過去１０年間における人口の変化率と人口１０万人当たりの診療所数の変化率

ｍ ： 二次医療圏 ｍ ： 該当市町村

① 過去１０年間における

人口の変化率と人口１０万人当たりの診療所数の変化率
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人口と診療所の変化（H27→R6）人口は減少した

ものの、診療所

は増加又は存続

している

人口の減少に

伴い、診療所が

減少している

人口は増加した
ものの、診療所

の増加が追い

付いていない

人口が増加し、

診療所も増加

している
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○ 人口減少よりも医療

機関の減少スピード

が速い

直方市、遠賀町及び

大木町の状況につい

て考察（P22～）

人口変化率

１０
万
人
当
た
り
診
療
所
数
変
化
率

人口減少より

診療所の減少

スピードが速い

＜P20より抜粋＞



市町村 医療圏 可住地面積 医師数
可住地面積
あたり医師数

糸田町 田川 5.79 11 1.900
広川町 八女・筑後 24.46 42 1.717
苅田町 京築 32.57 55 1.689
岡垣町 北九州 21.46 36 1.678
糸島市 福岡・糸島 117.43 173 1.473
柳川市 有明 77.15 112 1.452
鞍手町 直方・鞍手 23.06 26 1.127
久山町 粕屋 11.90 13 1.092
朝倉市 朝倉 111.90 122 1.090
大木町 久留米 18.44 20 1.085
川崎町 田川 18.05 19 1.053
八女市 八女・筑後 167.34 165 0.986
豊前市 京築 41.96 37 0.882
宮若市 直方・鞍手 56.58 49 0.866
嘉麻市 飯塚 56.84 49 0.862
福智町 田川 25.51 20 0.784
みやま市 有明 85.64 67 0.782
うきは市 久留米 58.17 44 0.756
小竹町 直方・鞍手 10.63 8 0.753
筑前町 朝倉 44.53 32 0.719
桂川町 飯塚 13.76 8 0.581
大任町 田川 9.84 5 0.508
添田町 田川 21.47 10 0.466
大刀洗町 久留米 22.83 9 0.394
築上町 京築 46.58 16 0.343
みやこ町 京築 54.69 15 0.274
香春町 田川 15.35 3 0.195
上毛町 京築 23.67 4 0.169
赤村 田川 8.98 1 0.111
東峰村 朝倉 8.56 0 0.000

市町村 医療圏 可住地面積 医師数
可住地面積
あたり医師数

福岡市 福岡・糸島 232.78 6,012 25.827
春日市 筑紫 13.52 323 23.891
志免町 粕屋 8.44 108 12.796
北九州市 北九州 299 3,385 11.340
久留米市 久留米 193.92 1,746 9.004
筑紫野市 筑紫 44.40 350 7.883
水巻町 北九州 9.95 76 7.638
古賀市 粕屋 28.31 213 7.524
粕屋町 粕屋 13.41 100 7.457
大野城市 筑紫 16.75 109 6.507
大牟田市 有明 62.63 380 6.067
飯塚市 飯塚 106.23 589 5.545
大川市 久留米 33.62 175 5.205
篠栗町 粕屋 12.81 59 4.606
太宰府市 筑紫 17.84 82 4.596
田川市 田川 38.62 170 4.402
福津市 宗像 39.18 144 3.675
宇美町 粕屋 12.11 44 3.633
須恵町 粕屋 10.04 34 3.386
芦屋町 北九州 9.25 29 3.135
小郡市 久留米 44.31 132 2.979
直方市 直方・鞍手 40.48 120 2.964
新宮町 粕屋 14.01 41 2.926
那珂川市 筑紫 20.81 56 2.691
中間市 北九州 15.15 39 2.574
行橋市 京築 57.16 133 2.327
遠賀町 北九州 18.43 42 2.279
吉富町 京築 5.72 12 2.098
筑後市 八女・筑後 41.71 87 2.086
宗像市 宗像 69.27 135 1.949

② 可住地面積あたり医師数

22※可住地面積：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた 2025」、医師数：厚生労働省「令和６(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計」

京築保健医療圏
（1.037）

全国下位1/4
（0.694）

いずれも、人口
減少より医療機
関の減少スピー
ドが速い地域に
は該当しない。

： 考察する区域



③ 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ

23※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

＜直方市＞

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

○ 人口メッシュで見ると、直方市の人口は鉄道

沿いに集中し、山地周辺は少ない。

○ 診療科ごとの医療機関へのアクセシビリティ

を見ると、30分以内の範囲で概ねカバーできて

おり（各診療科で99％超）、60分以上要する区

域もないことから、

直方市は、地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しないと考えられる。

： いずれかの診療科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域

最寄りの医療機関まで30分以上要する人口割合　　 （単位：％）

内科 外科 小児科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科

30分以内 99.76 99.76 99.91 99.87 99.79 99.70 99.72 99.72 99.76

30分-60分 0.24 0.24 0.09 0.13 0.21 0.30 0.28 0.28 0.24

60分以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

直方市

メッシュ分析（人）



③ 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ

24

＜遠賀町＞

○ 人口メッシュで見ると、遠賀町の人口は駅周辺

及び国道・県道沿いに集中している。

○ 診療科ごとの医療機関へのアクセシビリティ

を見ると、30分以内の範囲で全てカバーできて

いる（各診療科で100％）ことから、

遠賀町は、地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しないと考えられる。

※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

： いずれかの診療科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域

最寄りの医療機関まで30分以上要する人口割合　　 （単位：％）

内科 外科 小児科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科

30分以内 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

30分-60分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60分以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

遠賀町

メッシュ分析（人）



③ 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ

25※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

＜大木町＞

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

○ 人口メッシュで見ると、大木町の人口は駅周辺

及び国道・県道沿いに集中している。

○ 診療科ごとの医療機関へのアクセシビリティ

を見ると、30分以内の範囲で全てカバーできて

いる（各診療科で100％）ことから、

大木町は、地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しないと考えられる。

： いずれかの診療科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域

最寄りの医療機関まで15分以上要する人口割合　　 （単位：％）

内科 外科 小児科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 精神科

30分以内 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

30分-60分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60分以上 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

大木町

メッシュ分析（人）



市町村単位で見た場合、「人口減少より医療機関の減少のス
ピードが速い」地域は、直方市、遠賀町及び大木町の３市町。

３市町は、

①可住地面積あたりの医師数が少ないか（全国下位1/4）

②地域住民の医療へのアクセスに困難を抱えているか

３市町は①、②のいずれにも該当せず、重点区域に適さ

ない。

考
察

26



27

診療科単位での考察（１）
過去10年間における人口の変化率と人口10万人当たりの診療所数（診療科別）

の変化率から、「人口減少よりも医療機関（診療科別）の減少スピードの方が速い
地域」かつ「可住地面積あたり医師数（診療科別）」が最も少ない二次医療圏を
考察

＜内科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 798 894 49.36 51.30 7.8% 3.9%
粕屋 281,079 292,541 86 101 30.60 34.53 4.1% 12.8%
宗像 154,783 165,686 74 74 47.81 44.66 7.0% ▲ 6.6%
筑紫 430,789 440,905 128 143 29.71 32.43 2.3% 9.2%
朝倉 85,798 80,359 50 51 58.28 63.47 ▲ 6.3% 8.9%
久留米 456,772 447,074 253 252 55.39 56.37 ▲ 2.1% 1.8%
八女・筑後 134,337 126,915 77 73 57.32 57.52 ▲ 5.5% 0.3%
有明 225,253 202,082 134 122 59.49 60.37 ▲ 10.3% 1.5%
飯塚 182,806 169,746 120 114 65.64 67.16 ▲ 7.1% 2.3%
直方・鞍手 109,405 101,780 72 72 65.81 70.74 ▲ 7.0% 7.5%
田川 128,287 112,342 85 85 66.26 75.66 ▲ 12.4% 14.2%
北九州 1,100,070 1,045,069 603 615 54.81 58.85 ▲ 5.0% 7.4%
京築 186,472 179,711 120 112 64.35 62.32 ▲ 3.6% ▲ 3.2%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

【左図】 過去10年間における人口の変化率と人口10万人
当たりの診療所数の変化率（診療科別）

【右図】 可住地面積あたり医師数（診療科別）

内科において該当する保健医療圏なし

※可住地面積：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた 2025」、
※医師数：厚生労働省「令和６(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計」

※人口：福岡県の人口と世帯年報（平成２６年、令和５年）第４表より算出
※診療所数：厚生労働省 平成２６年医療施設調査（閲覧）第５表、令和５年二次医療圏編第５表より

（参考３）診療科の状況

ｍ ： 人口減少よりも医療機関（診療科別）の減少スピードの方が速い地域 ｍ ： 可住地面積あたり医師数（診療科別）が最も少ない地域

＜内科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 1667 4.760
粕屋 111.03 224 2.017
宗像 108.45 111 1.024
筑紫 113.32 251 2.215

371.29久留米 1.304

有明 225.42 189 0.838
飯塚 176.83 189 1.069
直方・鞍手 130.75 90 0.688
田川 143.61 103 0.717
北九州 372.74 979 2.626
京築 262.34 103 0.393

朝倉 164.99
484
73 0.442

八女・筑後 233.51 101 0.433



＜小児科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 199 186 12.31 10.67 7.8% ▲ 13.3%
粕屋 281,079 292,541 41 33 14.59 11.28 4.1% ▲ 22.7%
宗像 154,783 165,686 20 17 12.92 10.26 7.0% ▲ 20.6%
筑紫 430,789 440,905 46 38 10.68 8.62 2.3% ▲ 19.3%
朝倉 85,798 80,359 11 8 12.82 9.96 ▲ 6.3% ▲ 22.4%
久留米 456,772 447,074 78 71 17.08 15.88 ▲ 2.1% ▲ 7.0%
八女・筑後 134,337 126,915 28 23 20.84 18.12 ▲ 5.5% ▲ 13.1%
有明 225,253 202,082 61 37 27.08 18.31 ▲ 10.3% ▲ 32.4%
飯塚 182,806 169,746 44 37 24.07 21.80 ▲ 7.1% ▲ 9.4%
直方・鞍手 109,405 101,780 15 13 13.71 12.77 ▲ 7.0% ▲ 6.8%
田川 128,287 112,342 24 22 18.71 19.58 ▲ 12.4% 4.7%
北九州 1,100,070 1,045,069 138 109 12.54 10.43 ▲ 5.0% ▲ 16.9%
京築 186,472 179,711 30 26 16.09 14.47 ▲ 3.6% ▲ 10.1%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

＜皮膚科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 154 211 9.53 12.11 7.8% 27.1%
粕屋 281,079 292,541 14 14 4.98 4.79 4.1% ▲ 3.9%
宗像 154,783 165,686 10 8 6.46 4.83 7.0% ▲ 25.3%
筑紫 430,789 440,905 21 24 4.87 5.44 2.3% 11.7%
朝倉 85,798 80,359 6 5 6.99 6.22 ▲ 6.3% ▲ 11.0%
久留米 456,772 447,074 38 38 8.32 8.50 ▲ 2.1% 2.2%
八女・筑後 134,337 126,915 10 11 7.44 8.67 ▲ 5.5% 16.4%
有明 225,253 202,082 22 18 9.77 8.91 ▲ 10.3% ▲ 8.8%
飯塚 182,806 169,746 15 11 8.21 6.48 ▲ 7.1% ▲ 21.0%
直方・鞍手 109,405 101,780 6 3 5.48 2.95 ▲ 7.0% ▲ 46.3%
田川 128,287 112,342 11 8 8.57 7.12 ▲ 12.4% ▲ 17.0%
北九州 1,100,070 1,045,069 75 75 6.82 7.18 ▲ 5.0% 5.3%
京築 186,472 179,711 8 7 4.29 3.90 ▲ 3.6% ▲ 9.2%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

28
小児科においては、京築保健医療圏が該当

皮膚科においては、京築保健医療圏が該当

＜小児科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 377 1.076
粕屋 111.03 53 0.477
宗像 108.45 24 0.221
筑紫 113.32 64 0.565

久留米 371.29 172 0.463
八女・筑後 233.51 29 0.124
有明 225.42 44 0.195
飯塚 176.83 62 0.351

田川 143.61 18 0.125
北九州 372.74 248 0.665
京築 262.34 17 0.065

朝倉 164.99 11 0.067

130.75 15 0.115直方・鞍手

＜皮膚科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 246 0.702
粕屋 111.03 15 0.135
宗像 108.45 9 0.083
筑紫 113.32 33 0.291

久留米 371.29 66 0.178
八女・筑後 233.51 11 0.047
有明 225.42 23 0.102
飯塚 176.83 20 0.113

田川 143.61 8 0.056
北九州 372.74 123 0.330
京築 262.34 5 0.019

朝倉 164.99 4 0.024

直方・鞍手 130.75 6 0.046



＜外科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 142 148 8.78 8.49 7.8% ▲ 3.3%
粕屋 281,079 292,541 16 11 5.69 3.76 4.1% ▲ 33.9%
宗像 154,783 165,686 12 10 7.75 6.04 7.0% ▲ 22.2%
筑紫 430,789 440,905 28 29 6.50 6.58 2.3% 1.2%
朝倉 85,798 80,359 10 8 11.66 9.96 ▲ 6.3% ▲ 14.6%
久留米 456,772 447,074 73 57 15.98 12.75 ▲ 2.1% ▲ 20.2%
八女・筑後 134,337 126,915 17 11 12.65 8.67 ▲ 5.5% ▲ 31.5%
有明 225,253 202,082 42 35 18.65 17.32 ▲ 10.3% ▲ 7.1%
飯塚 182,806 169,746 27 23 14.77 13.55 ▲ 7.1% ▲ 8.3%
直方・鞍手 109,405 101,780 16 15 14.62 14.74 ▲ 7.0% 0.8%
田川 128,287 112,342 20 17 15.59 15.13 ▲ 12.4% ▲ 2.9%
北九州 1,100,070 1,045,069 142 106 12.91 10.14 ▲ 5.0% ▲ 21.4%
京築 186,472 179,711 23 18 12.33 10.02 ▲ 3.6% ▲ 18.8%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

＜精神科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 134 157 8.29 9.01 7.8% 8.7%
粕屋 281,079 292,541 6 5 2.13 1.71 4.1% ▲ 19.9%
宗像 154,783 165,686 5 3 3.23 1.81 7.0% ▲ 43.9%
筑紫 430,789 440,905 16 18 3.71 4.08 2.3% 9.9%
朝倉 85,798 80,359 4 4 4.66 4.98 ▲ 6.3% 6.8%
久留米 456,772 447,074 19 22 4.16 4.92 ▲ 2.1% 18.3%
八女・筑後 134,337 126,915 2 2 1.49 1.58 ▲ 5.5% 5.8%
有明 225,253 202,082 9 8 4.00 3.96 ▲ 10.3% ▲ 0.9%
飯塚 182,806 169,746 7 5 3.83 2.95 ▲ 7.1% ▲ 23.1%
直方・鞍手 109,405 101,780 4 4 3.66 3.93 ▲ 7.0% 7.5%
田川 128,287 112,342 3 2 2.34 1.78 ▲ 12.4% ▲ 23.9%
北九州 1,100,070 1,045,069 49 61 4.45 5.84 ▲ 5.0% 31.0%
京築 186,472 179,711 6 5 3.22 2.78 ▲ 3.6% ▲ 13.5%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

29
外科においては、京築保健医療圏が該当

精神科において該当する保健医療圏なし

＜精神科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 337 0.962
粕屋 111.03 36 0.324
宗像 108.45 34 0.314
筑紫 113.32 57 0.503
朝倉 164.99 6 0.036
久留米 371.29 149 0.401

有明 225.42 50 0.222
飯塚 176.83 26 0.147

田川 143.61 34 0.237
北九州 372.74 194 0.520
京築 262.34 29 0.111

八女・筑後 233.51 22 0.094

直方・鞍手 130.75 14 0.107

＜外科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 412 1.176
粕屋 111.03 44 0.396
宗像 108.45 22 0.203
筑紫 113.32 58 0.512

久留米 371.29 152 0.409

有明 225.42 59 0.262
飯塚 176.83 45 0.254
直方・鞍手 130.75 28 0.214
田川 143.61 30 0.209
北九州 372.74 289 0.775
京築 262.34 25 0.095

朝倉 164.99 17 0.103

八女・筑後 233.51 25 0.107



＜眼科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 117 122 7.24 7.00 7.8% ▲ 3.3%
粕屋 281,079 292,541 13 17 4.63 5.81 4.1% 25.6%
宗像 154,783 165,686 8 9 5.17 5.43 7.0% 5.1%
筑紫 430,789 440,905 26 29 6.04 6.58 2.3% 9.0%
朝倉 85,798 80,359 5 5 5.83 6.22 ▲ 6.3% 6.8%
久留米 456,772 447,074 32 31 7.01 6.93 ▲ 2.1% ▲ 1.0%
八女・筑後 134,337 126,915 7 8 5.21 6.30 ▲ 5.5% 21.0%
有明 225,253 202,082 14 14 6.22 6.93 ▲ 10.3% 11.5%
飯塚 182,806 169,746 11 13 6.02 7.66 ▲ 7.1% 27.3%
直方・鞍手 109,405 101,780 9 7 8.23 6.88 ▲ 7.0% ▲ 16.4%
田川 128,287 112,342 4 4 3.12 3.56 ▲ 12.4% 14.2%
北九州 1,100,070 1,045,069 79 77 7.18 7.37 ▲ 5.0% 2.6%
京築 186,472 179,711 10 9 5.36 5.01 ▲ 3.6% ▲ 6.6%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

＜泌尿器科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 42 45 2.60 2.58 7.8% ▲ 0.6%
粕屋 281,079 292,541 4 5 1.42 1.71 4.1% 20.1%
宗像 154,783 165,686 3 2 1.94 1.21 7.0% ▲ 37.7%
筑紫 430,789 440,905 8 8 1.86 1.81 2.3% ▲ 2.3%
朝倉 85,798 80,359 1 1 1.17 1.24 ▲ 6.3% 6.8%
久留米 456,772 447,074 16 15 3.50 3.36 ▲ 2.1% ▲ 4.2%
八女・筑後 134,337 126,915 2 2 1.49 1.58 ▲ 5.5% 5.8%
有明 225,253 202,082 9 8 4.00 3.96 ▲ 10.3% ▲ 0.9%
飯塚 182,806 169,746 4 4 2.19 2.36 ▲ 7.1% 7.7%
直方・鞍手 109,405 101,780 2 2 1.83 1.97 ▲ 7.0% 7.5%
田川 128,287 112,342 5 5 3.90 4.45 ▲ 12.4% 14.2%
北九州 1,100,070 1,045,069 34 36 3.09 3.44 ▲ 5.0% 11.5%
京築 186,472 179,711 3 3 1.61 1.67 ▲ 3.6% 3.8%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

30
眼科において該当する保健医療圏なし

泌尿器科において該当する保健医療圏なし

＜泌尿器科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 135 0.385
粕屋 111.03 14 0.126
宗像 108.45 6 0.055
筑紫 113.32 27 0.238
朝倉 164.99 3 0.018
久留米 371.29 51 0.137

有明 225.42 12 0.053
飯塚 176.83 10 0.057
直方・鞍手 130.75 6 0.046
田川 143.61 6 0.042
北九州 372.74 88 0.236

＜眼科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 206 0.588
粕屋 111.03 22 0.198
宗像 108.45 13 0.120
筑紫 113.32 29 0.256

久留米 371.29 66 0.178
八女・筑後 233.51 11 0.047
有明 225.42 22 0.098
飯塚 176.83 21 0.119
直方・鞍手 130.75 9 0.069
田川 143.61 2 0.014
北九州 372.74 132 0.354

八女・筑後 233.51 6 0.026

京築 262.34 10 0.038

朝倉 164.99 6 0.036

京築 262.34 7 0.027



＜産婦人科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 48 48 2.97 2.75 7.8% ▲ 7.2%
粕屋 281,079 292,541 5 7 1.78 2.39 4.1% 34.5%
宗像 154,783 165,686 4 3 2.58 1.81 7.0% ▲ 29.9%
筑紫 430,789 440,905 9 10 2.09 2.27 2.3% 8.6%
朝倉 85,798 80,359 1 1 1.17 1.24 ▲ 6.3% 6.8%
久留米 456,772 447,074 16 12 3.50 2.68 ▲ 2.1% ▲ 23.4%
八女・筑後 134,337 126,915 2 2 1.49 1.58 ▲ 5.5% 5.8%
有明 225,253 202,082 8 7 3.55 3.46 ▲ 10.3% ▲ 2.5%
飯塚 182,806 169,746 4 4 2.19 2.36 ▲ 7.1% 7.7%
直方・鞍手 109,405 101,780 2 2 1.83 1.97 ▲ 7.0% 7.5%
田川 128,287 112,342 1 1 0.78 0.89 ▲ 12.4% 14.2%
北九州 1,100,070 1,045,069 35 24 3.18 2.30 ▲ 5.0% ▲ 27.8%
京築 186,472 179,711 4 4 2.15 2.23 ▲ 3.6% 3.8%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

＜耳鼻咽喉科＞

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口 診療所数
（対10万人）

福岡・糸島 1,616,662 1,742,702 76 80 4.70 4.59 7.8% ▲ 2.3%
粕屋 281,079 292,541 10 11 3.56 3.76 4.1% 5.7%
宗像 154,783 165,686 7 6 4.52 3.62 7.0% ▲ 19.9%
筑紫 430,789 440,905 19 20 4.41 4.54 2.3% 2.8%
朝倉 85,798 80,359 2 3 2.33 3.73 ▲ 6.3% 60.2%
久留米 456,772 447,074 27 22 5.91 4.92 ▲ 2.1% ▲ 16.8%
八女・筑後 134,337 126,915 6 5 4.47 3.94 ▲ 5.5% ▲ 11.8%
有明 225,253 202,082 14 11 6.22 5.44 ▲ 10.3% ▲ 12.4%
飯塚 182,806 169,746 5 4 2.74 2.36 ▲ 7.1% ▲ 13.8%
直方・鞍手 109,405 101,780 4 4 3.66 3.93 ▲ 7.0% 7.5%
田川 128,287 112,342 4 3 3.12 2.67 ▲ 12.4% ▲ 14.4%
北九州 1,100,070 1,045,069 53 49 4.82 4.69 ▲ 5.0% ▲ 2.7%
京築 186,472 179,711 7 7 3.75 3.90 ▲ 3.6% 3.8%

二次医療圏
人口 診療所数 診療所数

（対10万人）
変化率（％）

31
産婦人科において該当する保健医療圏なし

耳鼻咽喉科において該当する保健医療圏なし

＜耳鼻咽喉科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 146 0.417
粕屋 111.03 9 0.081
宗像 108.45 8 0.074
筑紫 113.32 31 0.274
朝倉 164.99 3 0.018
久留米 371.29 51 0.137

有明 225.42 16 0.071
飯塚 176.83 7 0.040
直方・鞍手 130.75 6 0.046
田川 143.61 4 0.028
北九州 372.74 93 0.250

＜産婦人科＞

可住地面積 医師数
可住地面積

あたり医師数

福岡・糸島 350.21 168 0.480
粕屋 111.03 14 0.126
宗像 108.45 7 0.065
筑紫 113.32 26 0.229
朝倉 164.99 0 0.000
久留米 371.29 87 0.234
八女・筑後 233.51 7 0.030
有明 225.42 20 0.089
飯塚 176.83 17 0.096

田川 143.61 11 0.077
北九州 372.74 113 0.303

八女・筑後 233.51 5 0.021

京築 262.34 5 0.019

直方・鞍手 130.75 2 0.015

京築 262.34 1 0.004



内科 皮膚科 小児科 精神科 外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 産婦人科

福岡県 2,708 433 620 296 488 136 345 225 125

福岡・糸島 894 211 186 157 148 45 122 80 48

粕屋 101 14 33 5 11 5 17 11 7

宗像 74 8 17 3 10 2 9 6 3

筑紫 143 24 38 18 29 8 29 20 10

朝倉 51 5 8 4 8 1 5 3 1

久留米 252 38 71 22 57 15 31 22 12

八女・筑後 73 11 23 2 11 2 8 5 2

有明 122 18 37 8 35 8 14 11 7

飯塚 114 11 37 5 23 4 13 4 4

直方・鞍手 72 3 13 4 15 2 7 4 2

田川 85 8 22 2 17 5 4 3 1

北九州 615 75 109 61 106 36 77 49 24

京築 112 7 26 5 18 3 9 7 4

32

○ 朝倉保健医療圏（産婦人科、
泌尿器科）及び田川保健医
療圏（産婦人科）を考察
（P33～）

＜標榜診療科別施設数（診療所）＞

※厚生労働省 令和５年医療施設調査等 二次医療圏編第５表より

診療科単位での考察（２）
診療科別で標榜する診療所数が１か所である医療圏を考察

（参考）標榜診療科別施設数（病院）

： 考察する区域

内科 皮膚科 小児科 精神科 外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 産婦人科

福岡県 405 121 94 154 177 100 82 66 27

福岡・糸島 105 28 19 41 48 25 27 18 3

粕屋 21 3 5 11 8 4 1 2 0

宗像 14 1 2 4 4 1 1 1 1

筑紫 25 6 5 7 8 6 3 3 2

朝倉 8 3 2 2 5 2 2 0 0

久留米 42 10 7 17 22 9 6 6 3

八女・筑後 12 3 3 4 5 4 2 2 2

有明 30 10 8 11 9 5 3 2 2

飯塚 19 7 6 6 9 5 6 4 2

直方・鞍手 10 5 3 4 6 4 3 3 0

田川 16 4 5 9 6 3 4 4 2

北九州 90 36 26 34 43 30 22 20 10

京築 13 5 3 4 4 2 2 1 0



内科 皮膚科 小児科 精神科 外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 産婦人科

福岡県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

福岡・糸島 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

粕屋 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

宗像 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

筑紫 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

朝倉 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

久留米 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

八女・筑後 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 0.3%

有明 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

飯塚 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

直方・鞍手 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

田川 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

北九州 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

京築 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

内科 皮膚科 小児科 精神科 外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 産婦人科

福岡県 0.8% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0%

福岡・糸島 0.8% 1.1% 0.9% 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 0.9%

粕屋 2.5% 1.9% 2.1% 2.4% 1.4% 1.0% 1.7% 1.8% 1.9%

宗像 2.4% 1.4% 2.2% 2.2% 2.8% 1.8% 1.8% 1.3% 1.8%

筑紫 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%

朝倉 0.2% 1.1% 0.6% 1.1% 0.3% 3.3% 2.9% 3.0% 3.2%

久留米 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.5%

八女・筑後 1.0% 4.9% 0.8% 5.4% 1.5% 6.3% 4.0% 4.5% 5.0%

有明 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%

飯塚 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 1.1% 0.5% 0.9% 1.0%

直方・鞍手 0.5% 0.8% 0.4% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.2%

田川 0.7% 1.4% 0.9% 1.1% 1.4% 2.6% 2.2% 2.4% 2.0%

北九州 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.5%

京築 1.6% 2.0% 1.1% 2.1% 2.1% 2.9% 2.8% 3.0% 2.5%

考察① 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ
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※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

＜最寄りの医療機関まで30分以上要する人口割合＞

（参考）同60分以上要する人口割合

ｍ ： 最寄りの医療機関まで30分以上要する人口割合が最も高い二次医療圏（診療科単位）

： 考察する区域



考察① 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ

34※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

＜朝倉保健医療圏＞

（産婦人科）

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

○ 人口メッシュで見ると、朝倉保健

医療圏は、JR、西鉄などの鉄道沿

いに人口が集中し、東峰村や山

地周辺では少ない。

○ 産婦人科の医療機関へのアク

セシビリティを見ると、30分以内

の範囲で概ねカバーできており

（96.8％）、60分以上要する区域

はないことから、

朝倉保健医療圏（産婦人科）は、

地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しない

と考えられる。
： 産婦人科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域

メッシュ分析（人）



考察① 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ
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＜朝倉保健医療圏＞

（泌尿器科）

○ 泌尿器科の医療機関へのアク

セシビリティを見ると、30分以内

の範囲で概ねカバーできており

（96.7％）、60分以上要する区域

はないことから、

朝倉保健医療圏（泌尿器科）は、

地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しないと

考えられる。

※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

： 泌尿器科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域

メッシュ分析（人）



考察① 最寄りの医療機関へのアクセシビリティ
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＜田川保健医療圏＞

（産婦人科）

○ 人口メッシュで見ると、田川保健

医療圏は、田川市周辺やJR、平成

筑豊鉄道などの鉄道沿いに人口が

集中し、香春町や福智町、赤村、添

田町などの山間部が少ない。

○ 産婦人科の医療機関へのアクセ

シビリティを見ると、30分以内の範

囲で概ねカバーできており（98.0％

）、60分以上要する区域はないこと

から、

田川保健医療圏（産婦人科）は、

地域住民の医療へのアクセスに

困難を抱える区域に該当しないと

考えられる。

※アクセシビリティ：福岡県外来医療計画データ集「福岡県における診療科目ごとの医療機関へのアクセシビリティ」（R6）

※人口メッシュ（500ｍ）：内閣府 地域経済分析システム（RESAS）、出典 2020年（令和２年）国勢調査

： 産婦人科において最寄りの医療機関まで30分以上要する区域
メッシュ分析（人）



診療科単位で見た場合、

（１）「人口減少より医療機関の減少のスピードの方が速い地域」であ

り、かつ「可住地面積あたり医師数（診療科別）で最も少ない区域」は、

京築保健医療圏のみ。

（２）診療科別で標榜する診療所数が１か所である区域は、朝倉医療

圏（産婦人科、泌尿器科）及び田川医療圏（産婦人科）であるが、

朝倉医療圏（泌尿器科）及び田川医療圏（産婦人科）には区域内

に同じ診療科を標榜する病院があり、また、いずれの区域も地域

住民の医療へのアクセスに困難を抱えてはいない。

以上より、重点区域に追加する保健医療圏はない。

考
察
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空 白
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１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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＜令和８年度に実施する経済的インセンティブ＞

① 診療所の承継・開業・地域定着支援
・新たに承継・開業する診療所に対する施設・設備整備費、運営費の助成

② 医師の勤務・生活環境改善への支援
・医師の勤務・生活環境改善のため、土日祝日の代替医師を確保する医療機関に

  対する代替医師の雇用に必要な費用の助成

・医師の勤務・生活環境改善のため、宿直室等を整備する医療機関に対する整備費

の助成

③ 医師の派遣元医療機関への支援
・重点区域の医療機関に医師を新たに派遣する中核病院等（特定機能病院を除く）に

対する派遣費の助成

※ 「派遣医師・従事医師への手当増額」については、国は令和10年度を目途に開始

する予定としている。

経済的インセンティブ
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空 白
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①  診療所の承継・開業・地域定着支援
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44

②－１  医師の勤務・生活環境改善への支援
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②－２  医師の勤務・生活環境改善への支援



③  医師の派遣元医療機関への支援

46



〇 支援の対象とする医療機関（以下「支援対象医療機関」とい

う。）については、重点区域内に存在する全ての医療機関を一律

に対象とするのではなく、重点区域に存在する医療機関のうち特

に支援を行う必要がある医療機関を選定

〇 また、設立母体に関わらず、今後策定する新たな地域医療構想

を踏まえ、地理的条件や国より配分される事業費も考慮しながら、

「地域医療対策協議会」及び「保険者協議会」で合意を得て選定

〇 支援対象医療機関については、経済的インセンティブに係る事

業ごとに個別に設定できる。

支援対象医療機関
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＜重点区域内の医療機関への意向調査＞

（１）調査対象 京築保健医療圏内の病院及び診療所

（２）調査期間 令和８年４月16日（木）～５月15日（金）

（３）調査内容 令和８年度の経済的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞへの取組意向

＊ 意向調査を踏まえた、支援対象医療機関（案）は、【資料４

（別添１）】のとおり

支援対象医療機関
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１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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○ 都道府県において、医師確保計画の中でより実効性のある医

師偏在対策の取組を進めるため、重点区域を対象とした医師偏

在是正プランを策定

〇 医師偏在是正プランにおいては、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、医師偏在是正に向けた取組等を定めることと

し、策定に当たっては、「地域医療対策協議会」及び「保険者協議

会」で協議

〇 医師偏在是正プランは、緊急的な取組を要する事項から先行し

て策定し、今年度中に策定する第８次（後期）医師確保計画の中

に新たに位置づける。

＊ 医師偏在是正プランの変更（案）は、【資料４（別添２）】のとおり

医師偏在是正プラン
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空 白
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１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策

 パッケージの概要について

２ 重点医師偏在対策支援区域について

３ 経済的インセンティブについて

４ 医師偏在是正プランについて

５ 今後のスケジュールについて
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今後のスケジュールについて（予定）

時期 内容

令和８年
５月２６日

先行的な医師偏在是正プラン（重点区域、支援対象医療機関等）の
協議・承認 ［県医療対策協議会］

５月２８日 〃    ［県保険者協議会］

５月２８日 国に事業計画書等の提出・内示

６月以降 医療機関において事業開始

令和９年３月 第８次（後期）医師確保計画に医師偏在是正プランを位置づけ

54

※ 「派遣医師・従事医師への手当増額」については、国は令和10年度を目途に開始する
予定としている。



 
福岡県医師偏在是正プラン（変更案） 

 

１ 目的 

  「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（令和 6年 12月 25 日厚生労働

省）」に基づき、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保でき

ず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対

策支援区域（以下「重点区域」という。）と設定した上で、医師偏在の是正に向けた取

組を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。 

 

 

２ 重点医師偏在対策支援区域の設定 

  福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会における協議を踏まえ、県内で医師

偏在指標が最も低い二次保健医療圏である「京築保健医療圏」を重点区域に設定する。 

 

＜医師偏在指標及び県内順位＞ 

二次保健医療圏 数値 県内順位 二次保健医療圏 数値 県内順位 

福岡県 313.3 － 八女・筑後 216.3 8/13 

福岡・糸島 399.0 2/13 有明 233.6 5/13 

粕屋 220.7 7/13 飯塚 341.3 3/13 

宗像 198.4 10/13 直方・鞍手 184.4 12/13 

筑紫 224.7 6/13 田川 197.4 11/13 

朝倉 202.0 9/13 北九州 301.6 4/13 

久留米 407.8 1/13 京築 151.6 13/13 

※出典：令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計等 

 

 

３ 支援対象医療機関の選定 

  福岡県地域医療構想を踏まえ、地理的条件等も考慮しながら、福岡県医療対策協議

会及び福岡県保険者協議会で合意を得た医療機関を支援対象医療機関に選定する。 

 

 

４ 目標医師数 

  295人（全国下位 33.3%を脱するための医師数） 
  

計画※策定時点の医師数 

 

（2022（令和 4）年度算定） 

計画※時点の医師偏

在指標を維持する

ための医師数 

（2026（令和 8）年度） 

全国下位 33.3%を脱

するための医師数 

 

（2026（令和 8）年度） 

 

目標医師数 

 

（2026（令和 8）年度） 

京築 273 人 249 人 295 人 295 人 

 ※福岡県医師確保計画 2024（令和 6）年度～2026（令和 8）年度 

  

資料４（別添２）

_03 

1 



５ 医師偏在是正に向けた取組等 

（１）診療所の承継・開業・地域定着支援 

   ・新たに承継・開業する診療所に対する施設・設備整備費、運営費の助成 

（２）医師の勤務・生活環境改善への支援 

   ・医師の勤務・生活環境改善のため、土日祝日の代替医師を確保する医療機関に 

     対する代替医師お雇用に必要な費用の助成 

      ・医師の勤務・生活環境改善のため、宿直室等を整備する医療機関に対する整備 

費の助成 

（３）医師の派遣元医療機関への支援 

   ・重点区域の医療機関に医師を新たに派遣する中核病院等（特定機能病院を除く） 

に対する派遣費の助成 

 

 

６ 計画期間 

  2025（令和 7）～2026（令和 8）年度 

 

  

2 



（参考）京築保健医療圏の現状と課題 

◆ 人口 10万人当たり医療施設従事医師数（診療科別） 

 〇 京築保健医療圏における 10万人対医療施設従事医師数は、いずれの診療科にお 

いても県全体を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 診療所医師の高齢化率 

 〇 京築保健医療圏における診療所医師の高齢化率は、県全体を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 可住地面積当たり医師数 

 〇 京築保健医療圏における可住地面積当たり医師数は、県全体を下回っている。 

 

 

 

 

 

◆ 過去 10年間（H26→R5）における人口 10万人当たり診療所数の変化率（診療科別） 

 〇 京築保健医療圏における人口 10万人対診療所数は、多くの診療科で県全体より 

減少。また、小児科や皮膚科、精神科、眼科等では、人口の減少率を上回る減少 

率となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省提供ﾃﾞｰﾀ 

可住地面
積（km2）

医師数
（人）

可住地面
積あたり
医師数

（人/km2）

県全体 2764.49 15,968 5.776111

京築 262.34 284 1.082565 ※厚生労働省提供ﾃﾞｰﾀ 

※厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（令和４年 12月 31日現在）、令和５年１月１日現在「住民基本台帳年報」を基に算出 

※厚生労働省「医療施設調査」、「福岡県の人口と世帯年報」 

参考）H26→R5人口変化率：県全体 ＋0.3%、京築 -3.6% 
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（新旧対照表）福岡県医師偏在是正プラン（案） 

（新） （旧） 

福岡県医師偏在是正プラン 福岡県医師偏在是正プラン（診療所の承継・開業支援について） 

１ 目的 

  「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（令和 6 年 12 月 25 日厚生労働省）」に基づき、今後も一定の定住人口が見

込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支

援区域（以下「重点区域」という。）と設定した上で、医師偏在の是正に向けた取組を行うことにより、地域の医療提供体制を確

保する。 

（略） 

１ 目的 

  「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（令和 6 年 12 月 25 日厚生労働省）」に基づき、今後も一定の定住人口が見込まれ

るものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域（以下

「支援区域」という。）と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整

備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保する。 

（略） 

２ 重点医師偏在対策支援区域の設定 

（略） 

２ 重点医師偏在対策支援区域の設定 

（略） 

３ 支援対象医療機関の選定 

福岡県地域医療構想を踏まえ、地理的条件等も考慮しながら、福岡県医療対策協議会及び福岡県保険者協議会で合意を得た医療

機関を支援対象医療機関に選定する。 

（削除） 

３ 支援対象医療機関の設定 

  ２の支援区域において、承継又は開業する以下の診療所を支援対象医療機関に設定する。 

 

No. 医療機関名称 所在地 標榜診療科 承継・開業 

１ みぞぐち泌尿器科クリニック 豊前市大字恒富 40 番地 1 泌尿器科 承継（R7.1.1） 

２ 医療法人二見医院 築上町大字築城 661-1 内科、循環器内科、小児科 承継（R7.4.1） 

３ 久永内科皮膚科医院 豊前市大字塔田７５７番地２ 内科、皮膚科 承継（R8.3.31） 

４ みき心と体のクリニック 行橋市西宮市二丁目１－１ 心療内科、精神科、内科 開業（R7.4.1） 

５ みやこアイクリニック みやこ町勝山黒田 830-2 眼科 開業（R7.8.5） 

６ きらめきクリニック小児科・内科 みやこ町国作 616-4 小児科、内科 開業（R7.9.1） 

７ こどもすまいるクリニック 苅田町大字与原 1091-1 小児科 開業（R7.10.1） 
 

４ 目標医師数 

（略） 

４ 目標医師数 

（略） 

５ 医師偏在是正に向けた取組等 

（１）診療所の承継・開業・地域定着支援 

   ・新たに承継・開業する診療所に対する施設・設備整備費、運営費の助成 

 

 

 

 

 

（２）医師の勤務・生活環境改善への支援 

   ・医師の勤務・生活環境改善のため、土日祝日の代替医師を確保する医療機関に対する代替医師お雇用に必要な費用の助成 

      ・医師の勤務・生活環境改善のため、宿直室等を整備する医療機関に対する整備費の助成 

（３）医師の派遣元医療機関への支援 

   ・重点区域の医療機関に医師を新たに派遣する中核病院等（特定機能病院を除く）に対する派遣費の助成 

５ 承継・開業の支援 

  地域の医療提供体制を確保するため、３の支援対象医療機関に対し、施設整備及び設備整備、一定期間の地域への定着支援を行う。 

 ・施設整備事業 

   診療所の運営に必要な診療部門（診察室、処置室等）や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の補助 

 ・設備整備事業 

   診療所の運営に必要な医療機器等の購入費の補助 

 ・地域への定着支援事業 

   診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の補助 

 

６ 計画期間 

  2025（令和 7）～2026（令和 8）年度 

６ 計画期間 

  2025（令和７）年度 
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医師の働き方改革について 

１ 特定労務管理対象機関の指定状況等 
 

（１）指定状況（令和８年４月１日現在） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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（２）指定手続きフロー（指定申請・業務変更申請・更新共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）更新手続きスケジュール 

 

 

都道府県医療勤務環境
改善担当者意見交換会
資料（R7.4.17） 
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特定労務管理対象機関の指定について 

 

○ 令和６年４月から医師の働き方改革が開始されたことに伴い、医師をやむを得ず年

960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤

務環境評価センター（以下「評価センター」という。）の評価を受けた上で、県から

特定労務管理対象機関の指定を受ける必要がある。 

 

○ また、１つの医療機関が複数の特例水準の指定を受ける場合においては、指定に係る

手続を水準毎で行う必要がある。 

（※）特定労務管理対象機関の指定期間は３年間。更新の指定を受けなければ効力を   

失う。 

 

○ 今回、評価センターの評価結果を受領した下記２の医療機関から、特例水準の指定の

更新申請がなされたもの。なお、評価センターの評価結果は【資料５(1)（別添１）】

のとおり。 

 

 

１ 申請内容について 

 

○ 今回、指定の更新申請のあった医療機関及び医療法に基づく指定要件【資料５(１)

（別添２）】への適合状況は以下のとおり。 

   

   

 

 

  

資料５（１） 
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２ 医療対策協議会における意見聴取 

 

○ 今回申請のあった２医療機関を、特定労務管理対象機関に指定更新することに対し、

本日の医療対策協議会において、次の「ウ」の内容について、意見をうかがうもの。 

   
   

 

 
 

○ なお、確認する内容「ウ」及び特定労務管理対象機関に指定更新することについての

事務局案は次のとおり。 

 

 

※意見聴取する会議体について 

（医療対策協議会（R5.2.17）及び医療審議会（R5.3.27）にて了承） 

・ 医療法第 113条第５項により、「特定労務管理対象機関の指定をするに当たって

は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない」とされてい

る。 

・ また、医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめ（令和２年 12月 22

日）において、「実質的な議論は都道府県医療審議会に設けられた分科会や地域医

療対策協議会等の適切な場において行うことを想定」とされている。 

・ このことから、本県では上記表のとおり意見聴取を行うこととしている。 

（事務局案） 

・ Ｂ水準及び連携Ｂ水準に申請のあった２医療機関を特定労務管理対象機関に指定
更新することについては、医療対策協議会における議論と整合性があるものと考え
る（確認する内容ウ）。 

・ また、指定要件にも適合（医療計画部会及び医療審議会への意見聴取を除く）して
いる。 

・ したがって、今回、指定更新の申請のあった特定労務管理対象機関について、指定
更新を行うこととしたい。 
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３ 指定更新の手続きに係るスケジュール（予定） 

 

① 令和８年５月２６日（火） 医療対策協議会における意見聴取【本日】 

② 令和８年６月 ５日（金） 医療計画部会における意見聴取 

③ 令和９年３月頃      医療審議会における意見聴取 

④ 令和９年３月下旬     申請医療機関へ指定更新の通知及び公示 
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評価センターによる評価結果について 

 

１. 概要 

 

・ 医療法第 113 条第４項により、県が特定労務管理対象機関の指定をするに当たって

は、評価センターからの評価結果通知書に記載された評価結果を踏まえなければなら

ないとされている。 

 

・ 厚生労働省の手順書（都道府県が行う特定労務管理対象機関の指定に関する手順書

（令和７年 10 月版）によると、評価センターによる評価結果は、下枠内の５つの体

系で示され、４又は５の評価を受けた医療機関の指定を行う際は、必要に応じて評価

センターに評価結果の詳細を確認するとともに、労務管理体制の改善見込み、地域医

療体制の観点からの特例水準の指定の必要性等を総合的に勘案して、医療審議会等に

おける意見聴取を行う必要があるとされる。 

 

【評価センターによる評価結果について】（手順書 P20抜粋） 

（※）評価センターによる評価は医療機関の評価の一面にすぎず、医療機関の優劣を示す趣旨で

はないことから、定型的な文章で示されることとなっている。 

（※）１～３については「〇」、４～５については「△」と評価されている。 

＜全体結果の体系＞ 

１. 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、  

労働時間短縮が進んでいる。 

２. 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、 

労働時間短縮が進んでいない。 

３. 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があるが、  

医師労働時間短縮計画案から今後の取組の改善が見込まれる。 

４. 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があり、    

医師労働時間短縮計画案も見直しが必要である。 

５. 労働関係法令及び医療法に規定された事項（必須項目）に関する 

医療機関内の取組に改善の必要がある。 

資料５（１）（別添１） 
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２. 申請医療機関の評価結果について 

 

・ 今回申請のあった２医療機関の評価結果は次のとおり。４又は５の評価を受けた医

療機関はない。 

   

評価結果 医療機関 

１に該当 九州大学病院、北九州市立八幡病院 

 

３. 評価結果の公表について 

 

・ 医療法第 134 条第１項により、県は各医療機関の評価センターの評価結果を公表し

なければならないとされている。 

 

・ また、厚生労働省の手順書によると、特定労務管理対象機関の指定結果の公示の時期

とあわせて公表し、県による支援の方針を記載することとされている。 

 

・ このことから、今回申請の医療機関について、指定を行う場合は、次ページのとおり

公表する予定。 

 

 



医療機関勤務環境評価センターの評価結果について（特定労務管理対象機関の指定の公示とあわせ、県ホームページで公表予定）　

通知日 全体評価 指摘事項・助言等

1

国立大学法人九州大学
病院

令和９年●月●日
連携型特定地域医療提供医療機関
（連携B水準）

評価第25-008号
-2

2026年2月27日

医師の労働時間短縮に向けた医療機
関内の取組は十分に行われており、
労働時間短縮が進んでいる

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取り組みとし
て、医師の適切な労働時間の把握・管理体制の整備がなされている。労働時
間短縮に向けて、引き続き改善に向けた取り組みが必要である。

県に設置した勤務環境
改善支援センターを通
じ、医療労務管理アド
バイザーの個別訪問に
よる相談対応や研修会
の実施など、各医療機
関の状況に応じ、必要
な支援を行う。

2

地方独立行政法人北九
州市立病院機構　市立
八幡病院

令和９年●月●日
特定地域医療提供医療機関（B水
準）

評価第25-008号
-2

2026年2月27日

医師の労働時間短縮に向けた医療機
関内の取組は十分に行われており、
労働時間短縮が進んでいる

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取り組みとし
て、医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制が整備されているが、医師
の適切な勤務計画の作成や医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施な
どに取り組むことが必要である。医師の労働時間短縮に向けて、引き続き改
善に向けた取り組みが必要である。

県に設置した勤務環境
改善支援センターを通
じ、医療労務管理アド
バイザーの個別訪問に
よる相談対応や研修会
の実施など、各医療機
関の状況に応じ、必要
な支援を行う。

医療機関名 県による支援の方針
特定労務管理対象機関
指定日・指定の種別

医療機関勤務環境評価センターの評価結果

資料５（１）（別添１）

- 3 -



医療法に基づく特定労務管理対象機関の指定要件

根拠法令 指定要件適合の確認方法

B① 三次救急医療機関
法第113条第1項第1号
法施行規則第80条第1号
令和4年厚生労働省告示第9号

県保健医療計画において位置付けられて
ることを確認

B②
二次救急医療機関（年間救急車受入台1,000台以上または年間での夜間・休日・
時間外入院件数500件以上であり、かつ、医療計画において5疾病5事業の確保
のために必要な役割を担うと位置付けられた病院又は診療所）

同上

・県保健医療計画において位置付けられて
ることを確認
・救急・夜間入院等件数は令和４年度病床
機能報告による確認

居宅等における医療 B③ 居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所
法第113条第1項第2号
法施行規則第80条第2号

県保健医療計画において位置付けられて
ることを確認

地域において当該病院又
は診療所以外で提供するこ
とが困難な医療

B④
地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その
他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認
めた病院又は診療所

法第113条第1項第3号
法施行規則第80条第3号

県保健医療計画において位置付けられて
ることを確認

連携Ｂ水準 医師の派遣 連携B 医療提供体制確保のために必要な医師の派遣を行う病院又は診療所
法第118条第1項
法施行規則第87条

各医療機関から提出された書類（年間延べ
派遣医師及び派遣医療機関一覧（令和4年
度実績）、地域の医療提供体制を確保する
ために、当該医師の派遣が必要な理由）に
よる確認

臨床研修 C-1① 都道府県知事により指定された臨床研修病院
法第119条第1項第1号
法施行規則第94条第1号

臨床研修病院であることを確認

専門研修 C-1② 日本専門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラムの研修機関
法第119条第1項第2号
法施行規則第94条第2号

日本専門医機構により認定された専門研
修プログラム／カリキュラムであることを確
認

Ｃ－２水準
高度な技能を修得するため
の研修

C-2 厚生労働大臣の確認を受けた病院又は診療所
法第120条第1項
法施行規則第101条

厚生労働大臣から委託を受けた審査組織
からの審査結果通知書による確認

根拠法令 指定要件適合の確認方法

1
法第113条第3項第1号
法施行規則第82条第1項

評価センターからの評価結果通知書による
確認

2 法第113条第3項第2号
評価センターからの評価結果通知書による
確認

3
法第113条第3項第3号
法施行規則第82条第2項

各医療機関からの県知事宛の誓約書によ
る確認

4 法第113条第4項
評価センターからの評価結果通知書による
確認

5 法第113条第5項
医療対策協議会及び医療計画部会におけ
る議論を踏まえ、医療審議会に意見聴取

各水準毎の指定要件

追加的健康確保措置の体制が整備されていること

労働に関する法律に基づく処分等を受けたことがな
いこと

評価センターからの評価結果の確認

医療審議会の意見聴取

特
例
水
準
の
指
定
に
係
る
業
務
で
あ
る
こ
と

全水準共通の指定要件

救急医療

Ｂ水準

Ｃ－１水準

時短計画案が一定の要件を満たしていること

都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をするに当たって、あらかじめ、都道府県
医療審議会の意見を聴かなければならない

都道府県知事は、特定労務管理対象機関の指定をするに当たっては、評価センターの評
価結果を踏まえなければならない

労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、刑事訴訟法の規定による送
致または送付が行われ、その旨が公表された日から１年を経過していないものがないこと

必要な面接指導および休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること

・医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること
・医療機関に勤務する医師の労働時間の状況、医療機関に勤務する労働が長時間にわた
る医師の労働時間の短縮に係る目標、医療機関に勤務する医師の労務管理及び健康管
理に関する事項、その他医療機関に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の
短縮に関する事項が全て記載されていること
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※今後実施



実施主体 福岡県 福岡県

本県における
調査対象

・全病院
（自衛隊福岡病院、北九州医療刑務所医療部病
院を除く）
・夜間休日急病診療所・休日急患診療所
・分娩を取り扱う診療所
（院長のみが診療を行う診療所を除く）

・全病院
（自衛隊福岡病院、北九州医療刑務所医療
部病院を除く）
・全有床診療所

調査概要

　上限規制適用後の各医療機関や地域医療体制
の実態を把握すること等を目的とした調査

・大学等の医療機関から派遣されている医師の
働き方改革に関連した引き揚げ（派遣医師数の
減少）の状況

・医師の働き方改革の施行に伴う医師の引き揚
げや時間外・休日労働時間の上限規制等による
影響　等

　県内医療施設の医師及び看護師、その他
医療従事者の勤務環境改善取組状況を把握
することで、支援を必要とする医療施設を
特定し、支援につなげることを目的とした
調査

　特に労務管理については、回答をもと
に、センターによる訪問支援、フォロー
アップを実施。

調査時期 令和７年７月７日～８月６日 令和８年１月２０日～２月２０日

令和８年７月下旬～ 令和９年１月下旬～

※ 働き方改革の影響等に限定せず、労務管
理、診療体制、時間外・休日労働時間の実態把
握を目的としたアンケート調査を実施予定。

令和７年度に実施した各種調査の概要について

令和８年度
実施

調査名 医師の働き方改革の施行後調査
医療機関における勤務環境改善

取組アンケート
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